
　
　
　

は
じ
め
に

　

昨
年
三
月
一
〇
日
山
口
大
学
総
合
図
書
館
に
お
い
て
「
林
家
文
書
目
録
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
完
成
記
念
講
演
会
」が
開
催
さ
れ
た
。
林
家
の
御
子
孫
を
お
迎
え
し
、

総
合
図
書
館
林
家
文
書
研
究
会
に
御
指
導
・
御
支
援
い
た
だ
い
て
い
る
人
文
学

部
田
中
教
授
、
林
家
文
書
の
一
部
を
所
蔵
す
る
山
口
県
文
書
館
の
専
門
研
究
員

山
崎
一
郎
氏
の
御
出
席
を
得
て
、
経
済
学
部
木
部
和
昭
教
授
、
江
見
伸
子
氏
と

と
も
に
、
本
目
録
作
成
に
か
か
わ
っ
た
経
緯
か
ら
筆
者
に
も
講
演
の
機
会
が
与

え
ら
れ
た（
１
）。
そ
の
機
縁
で
林
家
文
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
監
修
者
と
し
て
ご

協
力
い
た
だ
い
て
い
る
木
部
教
授
の
お
計
ら
い
に
よ
り
、
四
月
二
三
日
林
家
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
履
歴
関
係
の
史
料
調
査
が
実
現
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
従
来
の

研
究（
２
）で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
か
っ
た
林
勇
蔵
家
歴
代
当
主
の
履
歴
が
詳
細

に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
林
家
文
書
目
録
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
当
初
の
企
画
ど
お
り
、
文

書
の
作
成
・
授
受
・
保
管
の
観
点
か
ら
公
職
と
私
家
に
か
か
わ
る
も
の
に
分
け
、

公
職
は
さ
ら
に
役
職
に
よ
る
史
料
区
分
（
分
類
）
を
行
う
「
史
料
構
成
」
を
実

施
す
る
こ
と
と
し
、
図
書
館
を
は
じ
め
関
係
者
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
こ
の
一

年
取
り
組
ん
で
き
た
。
林
家
履
歴
情
報
は
そ
の
よ
う
な
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構

築
作
業
に
よ
っ
て
さ
ら
に
補
完
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
再
構
成
し
た
林
家
歴
代
の
履
歴
情
報
を
林
家

の
御
承
諾
を
得
て
公
開
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
が
、
林
家
が
歴
任
し
た

藩
政
時
代
の
勘
場
役
人
や
明
治
期
の
行
政
役
人
の
履
歴
と
の
か
か
わ
り
で
、
林

家
文
書
に
伝
存
す
る
累
積
文
書
群
の
特
色
の
把
握
も
意
図
し
て
い
る
。

　
　
　

一　

四
代
林
文
左
衛
門
～
一
〇
代
林
勇
蔵
の
庄
屋
時
代

　
　
　
　

１　

弘
化
四
年
の
林
勇
蔵
勤
功
上
申
書
と
「
御
仕
成
」

　

林
家
所
蔵
の
歴
代
履
歴
に
関
す
る
史
料
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
。

本
項
で
は
そ
の
う
ち
弘
化
四
年
三
月
（
一
八
四
七
）
付
け
の
勇
蔵
自
筆
「
御
願

申
上
候
事
」（
柱
書
、
以
下
勇
蔵
勤
功
上
申
書
）
と
そ
れ
に
関
す
る
史
料
を
対

象
と
す
る
。
前
者
は
勤
功
書
と
呼
ば
れ
、
苗
字
帯
刀
な
ど
の
「
御お
し
な
り
仕
成
」
と
い

わ
れ
る
萩
藩
内
の
百
姓
・
町
人
に
与
え
ら
れ
る
格
式
を
得
る
た
め
に
上
申
し
た

　
　
　
林
勇
蔵
家
の
歴
代
履
歴
と
累
積
文
書
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　

─
─ 

林
家
文
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
再
見 

─
─

�

中
　
野
　
美
智
子
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願
書
で
あ
る
。
後
者
は
そ
の
根
拠
と
な
る
証
拠
書
類
等
で
萩
藩
の
「
御
仕
成
」

沙
汰
書
や
褒
賞
状
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
〇
代
林
勇
蔵
に
よ
っ
て
巻
物
に

仕
立
て
ら
れ
六
軸（
３
）が
伝
存
す
る
。

　

勇
蔵
の
勤
功
上
申
書
は
従
前
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
木
部
教
授
に
校
閲

を
お
願
い
し
、
林
家
の
御
承
諾
を
得
て
、
本
稿
で
解
読
文
を
掲
載
す
る
こ
と
と

し
た
。
長
文
に
わ
た
る
が
全
文
の
解
読（
４
）を
次
に
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　

御
願
申
上
候
事

　

 　

私
儀
先
祖
代
々
小
郡
御
宰
判
上
中
郷
住
居
仕
奉
遂
御
百
姓
、
御
庄
屋

役
・
御
勘
場
役
等
数
代
所
勤
仕
、
年
限
旁
左
ニ
一
ツ
書
を
以
申
上
候
事

一 

先
祖
よ
り
引
続
追
々
庄
屋
役
九
拾
ケ
年
相
勤
、
其
上
新
開
田
畠
五
拾
七

石
余
御
造
佐
（
作
）
入
無
之
樣（
５
）ニ
し
て
開
立
、
難
渋
百
姓
江
貸
付
米
銀

を
者
捨
遣
、
御
百
姓
取
続
仕
ら
せ
候
段
、
林
小
右
（
左
）
衛
門
様
・
馬

木
五
郎
左
衛
門
様
よ
り
元
禄
十
六
未
年
御
奉
書
頂
戴
仕
居
、
其
後
高
祖

父（
６
）林
文
左
衛
門
、
曾
祖
父
文
左
衛
門
、
祖
父
兵
吉
、
父
文
左
衛
門
、
私

迄
引
続
御
庄
屋
・
御
勘
場
役
所
勤
仕
、
尚
又
御
当
用
米
銀
追
々
差
出
、

御
証
拠
物
数
通
頂
戴
仕
居
、
名
字
之
儀
ハ
名
乗
来
り
永
名
ニ
而
御
座
候

事
一 

曾
祖
父
文
左
衛
門
（
七
代
）
明
和
四
亥
年
（
一
七
六
七
）
よ
り
御
勘
場

加
勢
役
、
勘
場
守
役
、
算
用
師
役
、
御
恵
米
方
、
御
茶
屋
番
役
、
西
浦

御
開
作
方
大
庄
屋
役
、
根
大
庄
屋
役（
７
）、
上
中
郷
御
庄
屋
役
共
、
文
化
子

年
迄
（
文
化
二
丑
、
一
八
〇
五
、
表
１
参
照
）
前
後
取
合
三
拾
八
ケ
年

所
勤
仕
候
内
、
小
郡
中
之
関
御
宰
判
ニ
被
仰
付
候
節
天
明
年
大
庄
屋
役

ニ
而
御
引
分
ケ
、
旁
至
而
御
用
繁
奉
遂
其
節
候
事

一 

小
郡
新
御
開
作
中
関
御
宰
判
之
節
御
築
立
被
仰
付
、
同
人
事
（
七
代
）

御
恵
米
方
よ
り
定
盤
方（
８
）ニ
被
召
仕
最
初
御
縄
張
よ
り
成
就
迄
夜
白ひ
る

出
精

仕
、
兼
而
勤
功
茂
有
之
、
安
永
四
未
年
（
一
七
七
五
）
文
左
衛
門
身
柄

一
代
刀
御
免
被
仰
付
、
其
後
同
六
酉
年
上
郷
（
上
中
郷
）
山
口
御
宰
判

江
御
添
石
被
仰
付
、
同
（
安
永
六
）
秋
よ
り
山
口
御
勘
場
江
被
召
仕
、

算
用
師
役
被
仰
渡
、
同
寅
秋
（
天
明
二
、
一
七
八
二
）
迄
相
勤
、
同
秋

よ
り
御
恵
米
方
役
被
仰
付
、
同
卯
秋
（
天
明
三
）
よ
り
町
御
恵
米
方
被

相
添
、
同
辰
秋
（
天
明
四
）
勘
場
守
気
分
相
ニ
付
勘
場
守
役
被
相
添
所

勤
仕
候
処
、
三
役
ニ
而
ハ
御
用
繁
ニ
付
、
加
勢
壱
人
被
相
添
所
勤
仕
、

其
節
標
幟
物
境
御
改
ニ
付
、
別べ
っ
し
て而
御
用
繁
ニ
御
座
候
所
、
昼
夜
出
精
奉

遂
、
其
節
之
内
天
明
四
辰
年
上
郷
（
上
中
郷
）
小
郡
江
御
返
石
被
仰
付

候
得
共
、
文
左
衛
門
儀
ハ
山
口
御
勘
場
江
御
雇
入
ニ
し
て
壱
ケ
年
被
召

仕
、
同
四
巳
年
（
天
明
五
）
迄
九
ケ
年
山
口
御
勘
場
江
被
召
仕
、
小
郡

御
無
人
ニ
付
、
同
五
ノ
秋
（
天
明
五
）
よ
り
御
引
戻
シ
御
恵
米
方
被
仰

渡
弐
ケ
年
相
勤
、
同
未
秋
（
天
明
七
）
よ
り
大
庄
屋
役
被
仰
渡
、
御
恵

米
方
年
番
ニ
し
て
被
召
仕
、
同
暮
よ
り
西
浦
御
開
作
御
築
立
ニ
付
、
三

田
尻
・
小
郡
両
御
才
（
宰
）
判
よ
り
御
汐
留
被
仰
付
、
諸
村
よ
り
御
庄

屋
・
畔
頭
、
人
夫
六
百
人
引
連
出
張
被
仰
付
、
御
開
作
御
頭
人
山
田
喜

兵
衛
様
、
守
永
弥
左
衛
門
様
御
授
之
旨
御
受
申
上
、
両
御
宰
判
人
夫
遣
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出
精
仕
、
御
汐
留
堅
固
ニ
相
調
御
賞
美
被
仰
付
、
御
褒
美
御
銀
子
頂
戴

被
仰
付
、
難
有
仕
合
奉
存
候
事

一 
祖
父
兵
吉
事
（
八
代
）、
曾
祖
父
文
左
衛
門
（
七
代
）
上
郷
（
上
中
郷
）

御
庄
屋
役
相
勤
候
内
、
老
極
ニ
付
寛
政
四
子
年
（
一
七
九
二
）
よ
り
本

役
同
様
ニ
し
て
兵
吉
江
代
勤
被
仰
付
、
享
和
三
亥
年
文
左
衛
門
退
役
、

直
様
後
役
被
仰
渡
代
勤
拾
壱
ケ
年
、
文
化
未
年
（
文
化
八
、
一
八
一
一
）

迄
本
役
九
ケ
年
、
都
合
弐
拾
ケ
年
所
勤
仕
、
被
為
対
勤
功
兵
吉
身
柄
役

中
被
刀
差
免
、
引
続
文
政
弐
卯
年
（
一
八
一
九
）
迄
八
ケ
年
所
勤
仕
、

同
七
月
気
分
相
ニ
付
退
役
、
御
賞
美
已
後
八
ケ
年
所
勤
仕
居
候
事

一 

同
人
（
八
代
兵
吉
）
上
郷
（
上
中
郷
）
御
庄
屋
役
、
尚
証
人
御
庄
屋（
９
）相

　

 

勤
、
御
用
繁
ニ
付
文
化
九
申
年
（
一
八
一
二
）
父
文
左
衛
門
（
九
代
）

江
代
勤
被
仰
付
、同
酉
年（
文
化
十
）御
勘
場
加
勢
役
、文
政
弐
卯
年（
一

八
一
九
）
迄
八
ケ
年
所
勤
仕
、
同
夏
よ
り
兵
吉
後
役
被
仰
付
、
同
十
弐

丑
年
迄
拾
壱
ケ
年
、
取
合
拾
八
ケ
年
所
勤
仕
、
同
十
一
子
年
御
借
上
銀

弐
貫
目
差
出
、
被
為
対
勤
功
父
文
左
衛
門
江
役
中
刀
被
差
免
難
有
、
引

続
天
保
十
一
子
年
（
十
二
丑
年
、一
八
四
一
）
迄
弐
拾
九
ケ
年
所
勤
仕
、

私
儀
（
一
〇
代
勇
蔵
）
文
政
十
亥
年
よ
り
揚
井
弥
平
太
様
御
知
行
所
給

庄
屋
役
被
申
付
、
同
丑
年
（
文
政
十
二
）
よ
り
御
勘
場
被
召
出
加
勢
役

被
仰
付
、
尚
父
文
左
衛
門
折
々
気
分
相
差
発
り
、
当
時
御
用
繁
、
彼
是

天
保
弐
卯
年
（
一
八
三
一
）
よ
り
代
勤
被
仰
付
、
同
十
一
子
年
（
天
保

十
一
）
迄
十
四
ケ
年
所
勤
仕
、
御
城
御
台
所
御
作
事
ニ
付
銀
五
百
目
、

心
学
修
甫
元
銀
等
之
内
江
同
百
五
拾
目
、
都
合
六
百
五
拾
目
奉
遂
御
馳

走）
（（
（

、過
ル
申
年
御
借
上
銀
壱
貫
五
百
目
差
出
、旁
被
為
対
勤
功
天
保
（
貼

紙
朱
書
割
書
）「
天
保
十
二
丑
年
父
文
左
衛
門
へ
一
代
刀
、
伜
一
代
刀

御
免
」
被
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
文
左
衛
門
事
引
続
御
庄
屋
役
相
勤

候
処
、
子
九
月
よ
り
大
庄
屋
之
席
（
ニ
）
被
差
置
、
同
丑
九
月
（
天
保

十
二
）
御
庄
屋
役
退
役
、
直
樣
大
庄
屋
役
被
仰
付
、
翌
寅
八
月
（
天
保

十
三
）
迄
所
勤
仕
、
同
九
月
よ
り
辰
八
月
迄
（
訂
正
貼
紙
）
仕
組
懸
り

ニ
被
仰
付
、
同
九
月
よ
り
（
貼
紙
朱
書
）「
父
文
左
衛
門
勧
農
方
当
時

相
勤
」
勧
農
方
被
仰
付
、
当
未
年
迄
（
弘
化
四
、
一
八
四
七
）
相
勤
、

御
賞
美
後
七
ケ
年
共
ニ
以
上
三
拾
六
ケ
年
所
勤
仕
候
事

一 

私
儀
文
政
十
亥
年
（
一
八
二
七
）
よ
り
揚
井
弥
平
太
様
給
庄
屋
役
被
申

付
、
同
十
弐
丑
年
よ
り
勘
場
加
勢
役
兼
帯
、
尚
父
文
左
衛
門
気
分
相
之

節
御
庄
屋
代
勤
被
仰
付
、
天
保
十
二
丑
年
（
一
八
四
一
）
よ
り
同
本
役

被
仰
付
、
当
未
年
（
弘
化
四
、
一
八
四
七
）
迄
諸
役
取
合
弐
拾
壱
ケ
年

所
勤
仕
候
事

一 

天
保
五
午
年
（
一
八
三
四
）
小
郡
上
中
郷
新
町
川
堀
浚
被
仰
付
存
内
引

受
、
尚
又
御
宰
判
諸
村
川
々
大
段
之
堀
浚
ニ
付
、
前
積
よ
り
父
文
左
衛

門
懸
り
ニ
被
仰
付
、
成
就
迄
所
勤
仕
奉
遂
其
節
候
事

一 

同
八
酉
（
天
保
八
）
秋
よ
り
翌
戌
年
迄
上
中
郷
大
川
筋
其
外
堀
浚
被
仰

付
存
内
引
受
、
前
積
之
時
節
よ
り
成
就
迄
日
勤
被
仰
付
、
尚
又
夫
役
賃

銀
其
外
受
払
御
用
返
被
仰
付
、
大
段
之
川
浚
成
就
仕
、
於
御
百
姓
中
ニ

茂
難
有
仕
合
奉
存
候
事

一 

同
四
巳
（
天
保
四
）
夏
米
穀
至
而
高
値
、
小
身
之
者
難
渋
仕
候
ニ
付
、
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飯
米
之
内
弐
拾
六
俵
安
売
仕
候
処
、
被
聞
召
上
、
為
御
賞
美
同
秋
於
御

茶
屋
御
酒
頂
戴
被
仰
付
、
難
有
仕
合
奉
存
候
事

一 
揚
井
弥
平
太
様
御
知
行
所
給
庄
屋
役
祖
父
兵
吉
享
和
三
亥
年
（
一
八
〇

三
）
よ
り
文
政
弐
卯
年
（
一
八
一
九
）
迄
弐
拾
八
ケ
年
所
勤
仕
、
同
夏

よ
り
父
文
左
衛
門
同
十
亥
迄
九
ケ
年
所
勤
仕
、
同
年
よ
り
私
義
相
勤
、

今
以
所
勤
仕
候
事

一 

文
政
八
申
年
（
一
八
二
五
）
小
郡
東
津
川
土
手
破
損
之
節
、
難
渋
者
江

貯
之
内
差
出
、
篠
（
川
）
外
記）

（（
（

様
よ
り
御
奉
書
頂
戴
仕
居
、
尚
又
御
頼

若
（
頼
母
子
）
御
取
立
之
節
ハ
被
仰
懸
次
第
身
分
相
応
ニ
度
々
入
組
被

仰
付
、
其
外
難
渋
者
取
救
仕
、
御
賞
美
之
御
正
拠
物
数
通
頂
戴
仕
居
候

事
一 

天
保
七
申
年
（
一
八
三
六
）
御
借
上
銀
壱
貫
五
百
目
差
出
奉
遂
其
節
候

事
一 

同
十
一
子
夏
（
天
保
十
一
）
古
今
之
洪
水
ニ
付
、
大
川
土
手
其
外
破
損

所
多
、
父
文
左
衛
門
・
私
共
ニ
昼
夜
出
精
、
御
仕
戻
御
普
請
成
就
迄
奉

遂
其
節
候
事

一 

同
九
戌
夏
巡
見
之
御
上
使
様
御
通
路
之
節
、
父
文
左
衛
門
・
私
共
ニ
本

〆
（
締
）
所
御
役
割
被
仰
付
、
文
左
衛
門
義
ハ
大
（
台
）
道
村
御
昼
休

所
諸
宿
御
仕
構
ニ
付
御
宿
七
軒
、
諸
道
具
上
中
郷
よ
り
持
越
引
受
被
仰

付
、
無
御
間
欠
御
仕
向
仕
、
私
儀
ハ
御
宰
判
中
御
案
内
者
繰
出
し
、
尚

朱
引
御
一
紙
直
り
仕
調
ニ
付
、
御
蔵
元
御
上
使
方
江
罷
出
奉
遂
其
節
候

事

一 

西
浦
新
地
小
郡
御
宰
判
江
被
付
置
候
節
、
困
窮
ニ
付
御
仕
組
元
銀
之
内

江
五
百
目
差
出
候
事

一 

成
（
清
）
徳
院）

（（
（

様
文
政
元
寅
年
（
一
八
一
八
）
御
在
郷
之
節
山
口
よ
り

上
郷
（
上
中
郷
）
江
御
狩
ニ
被
為
遊
御
越
、
乍
恐
私
宅
江
御
昼
休
所
被

為
仰
付
、
御
帰
殿
之
節
も
又
々
御
小
休
被
為
仰
付
、
難
有
冥
加
至
極
奉

存
上
、
御
宿
御
仕
構
自
力
を
以
奉
遂
御
馳
走
候
事

一 

邦
憲
院）

（（
（

様
同
九
戌
年
（
文
政
九
）
被
為
遊
御
在
郷
、
山
口
御
滞
留
中
御

当
職
様
、
御
小
姓
様
、
其
外
様
小
郡
新
御
開
作
林
光
大
井
手
表
御
猟
之

節
、
御
往
来
共
ニ
御
昼
休
所
・
御
小
休
所
ニ
被
仰
付
、
自
力
を
以
御
宿

御
仕
構
奉
遂
其
節
候
事

一 

上
中
郷
之
儀
ハ
至
而
難
渋
所
ニ
而
曽
祖
父
文
左
衛
門
（
七
代
）
役
中
よ

り
大
段
之
御
仕
組
取
立
御
百
姓
取
救
仕
、
存
内
中
も
手
広
ニ
而
山
口
・

美
弥
郡
・
厚
狭
郡
三
郡
之
大
境
御
宰
判
中
八
ケ
村
草
下
木
入
相
刈
、
大

山
野
引
受
ニ
而
他
郡
よ
り
毎
事
出
入
事
多
所
柄
ニ
御
座
候
得
共
、
是
迄

御ご
や
っ
か
い

厄
害
不
申
出
、
尚
於
地
下
も
公
事
其
外
出
入
無
之
樣
ニ
折
合
好
所
勤

仕
候
事

一 

天
保
十
二
丑
年
（
一
八
四
一
）
従
大
公
儀
御
廻
浦
御
役
人
様
御
通
路
之

節
、
父
文
左
衛
門
大
庄
屋
役
中
諸
御
仕
構
別
而
御
用
繁
、
私
儀
御
案
内

御
役
割
被
仰
付
、
諸
事
無
御
障
御
引
受
相
済
奉
遂
其
節
候
事

一 
法
鏡
院）

（（
（

様
弘
化
二
巳
春
（
一
八
四
五
）
三
田
尻
よ
り
小
郡
通
被
為
遊
御

帰
殿
候
節
、
陶
村
立
石
御
小
休
所
私
御
仕
構
御
引
受
、
御
案
内
其
外
御

役
割
被
仰
付
、
奉
遂
其
節
候
事

六
八



一 

郷
之
助）

（（
（

様
山
口
湯
田
御
殿
よ
り
天
保
十
四
卯
ノ
秋
（
一
八
四
三
）・
弘

化
二
巳
ノ
秋
（
一
八
四
五
）
両
度
小
郡
林
光
大
井
出
表
其
外
江
被
為
遊

御
歩
行
候
節
、
御
猟
場
御
仮
家
御
昼
所
其
外
御
仕
構
上
下
郷
引
受
之
場

所
迄
御
役
割
被
仰
付
、
諸
事
御
引
受
両
度
奉
遂
其
節
候
事

一 

法
鏡
院
様
山
口
湯
田
御
殿
よ
り
小
郡
被
為
遊
御
歩
行
、
去
年
三
月
二
十

六
日
（
弘
化
三
、
一
八
四
六
）
乍
恐
私
宅
江
被
為
仰
付
御
小
休
所
ニ
御

座
候
間
、御
次
廻
り
畳
仕
替
并
御
仮
門
其
外
諸
事
自
力
を
以
御
引
受
仕
、

御
座
敷
端
ニ
竹
の
子
沢
山
ニ
出
居
候
所
、
見
事
之
竹
の
子
ニ
付
奉
御
内

献
候
様
と
の
御
事
、
御
内
授
被
為
仰
付
候
ニ
付
、
乍
恐
於
私
宅
奉
献
上
、

同
四
月
二
日
御
帰
殿
之
節
茂
被
為
遊
御
小
休
所
、同
様
之
竹
の
子
出
居
、

御
印
付
ニ
し
て
被
為
仰
付
置
候
分
堀
出
、
湯
田
御
殿
江
奉
献
上
候
、
冥

加
至
極
奉
存
上
候
事

一 

御
仕
渡
・
御
臨
時
・
地
下
役
所
共
ニ
御
普
請
所）

（（
（

御
記
録
御
改
ニ
付
、
去

午
春
（
弘
化
三
、
一
八
四
六
）
下
全
（
詮
）
儀
よ
り
郡
方
御
役
人
様
御

上
見
迄
引
受
昼
夜
出
精
仕
、
奉
遂
其
節
候
事

一 

社
倉
御
囲
穀
之
内
江
天
保
九
戌
年
（
一
八
三
八
）
米
四
斗
四
升
、
天
保

十
一
子
・
同
十
二
丑
年
両
年
ニ
米
八
斗
八
升
、
弘
化
弐
巳
年
（
一
八
四

五
）
籾
壱
俵
差
出
候
事

一 

去
午
年
（
弘
化
三
、
一
八
四
六
）
御
沙
汰
之
趣
を
以
米
弐
拾
俵
囲
方
被

仰
付
、
奉
遂
其
節
候
事

　

右
前
書
之
通
先
祖
以
来
引
続
御
勘
場
諸
役
、
御
庄
屋
役
所
勤
被
仰
付
、

廉
有
御
通
路）

（（
（

之
度
々
御
用
端
ニ
も
相
立
、
前
書
申
上
候
通
私
儀
彼
是
之
御

役
取
合
弐
拾
壱
ケ
年
所
勤
仕
、
尚
又
社
倉
穀
両
度
囲
添
、
郷
之
助
様
御
猟

場
上
中
郷
江
両
度
御
引
受
、
法
鏡
院
様
湯
田
御
殿
よ
り
小
郡
江
御
歩
行
御

往
来
共
ニ
乍
恐
私
宅
江
被
為
遊
御
小
休
所
ニ
、
自
力
を
以
御
仕
構
仕
、
御

普
請
所
御
記
録
御
改
、
且
又
父
文
左
衛
門
事
天
保
十
二
丑
年
御
賞
美
以
後

七
ケ
年
所
勤
仕
居
候
、彼
是
之
被
為
対
勤
功
各
（
格
）
別
之
御
詮
議
を
以
、

伜
代
迄
刀
御
免
被
仰
付
被
遣
候
様
奉
願
上
候
、
此
段
宜
被
成
御
沙
汰
可
被

下
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
中
郷
庄
屋

　
　
　

弘
化
四
未　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林　

勇
蔵　

印

　
　
　
　
　
　

三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
本
源
右
衛
門
殿

　

右
前
書
之
通
申
出
候
間
、
被
成
御
沙
汰
可
被
遣
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
庄
屋

　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
本
源
右
衛
門　

印

　
　
　
　
　

福
田
半
六
殿

　

右
之
通
願
出
候
彼
者
儀
者
、
追
々
御
用
ニ
茂
相
立
、
旧
功
茂
有
之
候
間
、

偏
制
外
之
御
詮
義
を
以
何
分
宜
敷
被
成
御
沙
汰
可
被
下
候
、
以
上

　
　
　

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祖
式
半
左
衛
門　

花
押　

印

　
　
　
　
　

山
縣
仙
蔵
殿

六
九



（
貼
紙
朱
書
）

「
ヒ
ヤ
シ

　

 　

弘
化
四
未
三
月
（
一
八
四
七
）
非
番
大
庄
屋
勧
農
方
林
文
左
衛
門
名

目
ニ
而
願
書
差
出
候
所
、
郡
方
御
仕
法
替
ニ
付
、
非
番
ニ
而
不
被
差
出

由
ニ
而
、伜
勇
蔵
名
前
ニ
於
萩
ニ
問
屋
村
田
屋
吉
兵
衛
調
替
差
出
候
所
、

於
郡
方
ニ
御
引
合
之
上
今
以
文
左
衛
門
勧
農
方
相
勤
候
ハ
ヽ
勧
農
方
名

目
ニ
し
て
差
出
候
樣
御
付
紙
を
以
差
下
、
又
々
未
ノ
七
月
文
左
衛
門
名

前
に
し
て
被
差
出
候
所
、
未
ノ
九
月
よ
り
当
番
大
庄
屋
役
被
仰
付
、
九

月
十
一
日
急
病
死
去
致
候
ニ
付
、
未
ノ
十
一
月
十
六
日
願
書
被
差
下
、

又
々
勇
蔵
名
前
ニ
し
て
差
出
候
事
、
先
書
御
代
官
所
手
子
山
本
兵
左
衛

門
江
相
頼
不
用
分
取
り
下
ケ
置
候
分
此
願
江
対
シ
申（
傍
注
朱
書
）「
弘

化
五
」
ノ
二
月
林
勇
蔵
江
無
間
被
遂
御
吟
味
可
被
下
段
御
書
下
頂
戴
被

仰
付
候
事

　
　
　

嘉
永
元
申
五
月
後
年
為
見
渡
書
記
置
事

　
　
　

御
国
中
之
儀
ハ
四
月
朔
日
よ
り
嘉
永
元
年
与
被
仰
出
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
勇
蔵
敬
恒
記

　
　

 　

弘
化
五
申
二
月
被
差
免
候
節
、
御
当
職
益
田
刑
部
様
、
郡
奉
行
国

司
助
十
郎
様
、
御
代
官
祖
式
半
左
衛
門
様
、
御
算
用
方
様
福
田
半
六

様
、
御
代
官
所
手
子
山
本
兵
左
衛
門
、
大
庄
屋
本
間
次
郎
兵
衛
、
い

（
委
）
細
ハ
御
書
下
ケ
頂
戴
仕
候
事
」

　

右
の
勇
蔵
勤
功
上
申
書
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
林
家
の
職
歴
と
家
格

形
成
を
示
す
「
御
仕
成
」
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
主
眼
に
お
い
た
。
表
１
は
、

こ
の
勤
功
上
申
書
を
中
心
に
林
家
四
代
文
左
衛
門
か
ら
一
〇
代
勇
蔵
の
大
庄
屋

就
任
ま
で
の
職
歴
を
示
し
た
も
の
で
、
備
考
欄
に
職
歴
の
形
成
と
不
可
分
の
要

素
で
あ
る
「
御
仕
成
」
沙
汰
書
（
許
可
書
）
の
文
言
の
抜
書
き
を
表
記
し
た
。

　
「
御
仕
成
」
に
つ
い
て
は
伊
藤
昭
弘
氏
の
論
考）

（（
（

に
お
い
て
、
萩
藩
の
法
令
分

析
に
よ
り
「
御
仕
成
」
の
形
成
過
程
・
性
格
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
萩
藩
の
「
御
仕
成
」
は
先
祖
代
々
の
「
勤
功
の
累
乗
」
を
土
台

に
、
経
済
力
重
視
（
米
銀
の
供
出
）
を
加
味
し
た
藩
や
地
域
社
会
へ
の
貢
献
度

を
基
軸
に
し
た
も
の
で
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
は
時
代
の
状
況
を
反
映
し
た
政
策

に
よ
り
変
化
し
た
。
ま
た
、「
御
仕
成
」
は
「
役
中
」「
一
代
」「
嫡
子
」
と
期

限
が
細
分
化
さ
れ
、
特
に
帯
刀
の
許
可
は
身
分
統
制
の
う
え
か
ら
厳
し
く
制
限

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

勇
蔵
の
勤
功
上
申
書
も
伊
藤
氏
の
指
摘
す
る
特
徴
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
。

先
祖
代
々
の
勤
功
（
地
方
役
人
の
勤
続
）
と
、
勇
蔵
父
子
の
度
重
な
る
米
銀
供

出
（
借
上
銀
、
城
台
所
作
事
、
心
学
修
補
元
銀
、
西
浦
新
地
仕
組
元
銀
、
水
害

時
救
恤
の
貯
米
、
社
倉
囲
穀
等
）、
藩
侯
一
族
（
一
〇
代
藩
主
毛
利
斉
熙
夫
妻
）

の
自
宅
に
お
け
る
供
応
な
ど
の
経
済
力
を
根
拠
に
、「
伜
代
迄
」
の
帯
刀
を
求

め
た
も
の
と
い
え
る
。

　

勇
蔵
の
勤
功
上
申
書
に
は
文
末
に
勇
蔵
自
ら
手
続
き
の
経
緯
を
註
記
し
た
朱

書
の
「
ヒ
ヤ
シ
」
が
貼
付
さ
れ
、
父
親
九
代
文
左
衛
門
が
弘
化
四
年
（
一
八
四

七
〇



表１　林家履歴―4代林文左衛門～10代・林勇蔵の庄屋時代―

世代 名前 役　職　名
就　任　期　間

就任 離任 備　　　　　　　考

4 文左衛門
上郷村庄屋 ［延宝7～元禄14］

4-1：元禄13.12.10上郷庄屋．
4-1：元禄16.5.23「役中持懸り
之名字被差免」

上中郷庄屋 ［元禄14～享保6］ 2-1：享保6.10.19上中郷庄屋．
・藤井著書：享保11死．

5 文左衛門 ［上中郷庄屋］ ［享保7～享保18］

4-1：寛保元.12.25「先祖以来代々
引続庄屋役」「身分一代名字被
差免」．
・藤井著書：宝暦6死．

6 武左衛門 ・藤井著書：明和2死．

7 文左衛門
（武左衛門）

小郡宰判　勘場役 明和4 4-2：勘場加勢役，勘場守，算
用師．

中関宰判 *◇明和5 ◇三田尻宰判の一部と小郡宰判
の一部を分割して新設．

恵米方
*［小郡恵米方］ *［明和8.11～安永2.11］2-3：「小郡中ノ関御宰判御恵米

方役中，小郡沖御開作御築立」
◇［安永3.9］ ◇小郡宰判，中関宰判へ合併．

2-3：「安永四未年父林文左衛門
義武左衛門与申候節，一代刀被
差免候」
2-2，2-3：安永.4.4「身柄一代
刀被指免」

山口宰判 *◇安永6年 ◇上中郷．山口宰判へ移管．
算用師 安永6年秋 天明2年秋 2-3，2-4：算用師・林武左衛門．
恵米方 天明2年秋 天明5 *天明4.12山口恵米方．
町恵米方（兼帯） 天明3年秋 天明5
勘場守（兼帯） 天明4年秋 天明5

小郡宰判 ◇［天明4.8］
◇中関宰判廃止により小郡宰判
復活．
*◇秋上中郷を小郡宰判へ返地．

恵米方 天明5年秋 天明7 435-27：天明5.8．

三田尻宰判 ◇［天明6.11］ ◇小郡・徳地宰判を三田尻宰判
へ合併．

大庄屋（根大庄屋）
天明7年秋

［天明7.8］
*［天明8.7］
［天明8.8］

4-2：恵米方と年番．
434-05：天明7.8．
4-2：天明7暮より西浦開作築立

*［寛政元.9～寛政28］ 434-07：寛政2.7．

小郡宰判 *◇寛政2.7.20 ◇小郡宰判，三田尻宰判より独
立，「西ノ浦」を小郡へ移管．

［恵米方］ ［寛政2.9］ ［寛政3.8］ 434-10：寛政3年8月．
茶屋番 ［寛政3］ ・藤井著書：眼病により．

上郷(上中郷）庄屋 ［寛政4］ 享和3 731-02：寛政4.11上中郷庄屋．
442-03：享和3.4上中郷庄屋．

西浦開作方大庄屋 ［享和3］ 423-06：享和3.9西浦大庄屋．

［大庄屋］ *［文化元.9～文化2.8］

*◇文化元秋，西ノ浦(前ケ浜塩
田を除く）を三田尻宰判へ返還．
500-07外：文化元.9．
503-01外：文化2.8．
藤井著書：文化5死．

七
一



8 兵吉
上郷(上中郷）庄屋代勤 寛政4 享和3 4-2：本役同様．

2-2：文化8.10「役中刀被差免」
上郷(上中郷）庄屋 享和3 文政2 4-2：証人庄屋相勤．
上中郷揚井弥平太知行所給庄屋 享和3 文政2 ・藤井著書：文政2死．

9 文左衛門

上郷(上中郷）庄屋代勤 文化9 ［文政2］
勘場加勢役 文化10 文政2

上中郷庄屋 文政2年夏
**

天保12.［8］
2-2：文政12.12「役中刀被差免」
432-01外：天保12年8月．
◇文政6年「西ノ浦前ケ浜村」
を三田尻宰判へ返還．

上中郷揚井弥平太知行所給庄屋 文政2年夏 文政10

大庄屋 天保12.9 *天保13.8

4-2：天保11.9より大庄屋席．
500-08外：天保12.9．
2-2：天保12.12「伜代迄刀被差
免」

［非番大庄屋］仕組懸り
非番大庄屋　勧農方

天保13.9
弘化1.9

弘化1.8
弘化4.［8］

701-28：天保13.12非番大庄屋．
4-2：弘化4.3非番大庄屋勧農方

当番大庄屋 弘化４.9 弘化4.9 4-2：弘化4.9.11急病死去．

10 勇蔵

上中郷楊井弥平太知行所給庄屋 文政10 ［安政2］ 2-4：嘉永元.2上中郷庄屋并給
庄屋兼帯．

勘場加勢役（兼帯） 文政12 ［天保6］ 2-4：文政12～天保6「勘場加勢」
上中郷庄屋役代勤 天保2 天保11

上中郷庄屋 天保12.［9］［安政2.8］
2-2：嘉永6.12「伜一代刀被差免」
104-09外：天保12.9．
520-20：安政2.8．

注）１．本表は林家所蔵の次の史料により，4-2を主体に作成した．数字は「林家資料目録」の史料番号．
　　　2-1：［庄屋・林文左衛門勤功上申書］（享保6.10.19，帯刀願，前欠）．巻物．
　　　　　　・享保12年［改宗離旦許可状　林文左衛門宛］を含む．
　　　2-2：「毛利家御世中名字刀其外御正拠物　林勇蔵」（宝永2～慶応3年）．巻物．
　　　　　　・褒賞状及び「御仕成」沙汰書の奉書類．
　　　2-3：［林家「御仕成」正拠物控］　林勇蔵編輯・写（宝永2～万延元，寛保元年なし）．巻物．
　　　　　　・慶応2年「御願申上候事」（林勇蔵，装条銃買入献金願）を含む．
　　　2-4：［七代文左衛門・九代文左衛門名字刀付立書抜写外］（文政8，天保12年）．巻物．
　　　　　　・ ［永名名乗り由緒詮議ニ付書状］(庄屋・林勇蔵　大庄屋・本間次郎兵衛宛　嘉永元.7.24）

を含む．
　　　　　　・米銀献納覚（文政8.7～慶応2.8），毛利家羽織下賜状（明治18，29年）を含む．
　　　4-1：［褒賞状及び名字「御仕成」沙汰書]（元禄8・13・16年，寛保元年12月25日）．巻物．
　　　4-2：「御願申上候事」（弘化4年3月，林勇蔵勤功上申書）．巻物．
　２．注１以外の依拠史資料は次のとおり．
　　　・4代・5代文左衛門の役職と就任期間：能美宗一編『小郡町史』増訂（1957，小郡町），540頁．
　　　・*印は山口県文書館所蔵「小郡宰判本控」による．一部『山口市史』史料編　近世Ⅰを参照．
　　　・ ◇印の小郡宰判の統廃合，上中郷・「西ノ浦」の分割統廃合は，下記の文献及び上記の「小郡宰判本控」

による．
　　　　①防府市編纂委員会編『防府市史』通史Ⅱ　近世（1999，防府市）
　　　　②『山口市史』史料編　近世１（2008，山口市編・刊）
　　　　③『郷土史　ふるさと西浦』補巻２（2002，西浦公民館内西浦文化研究会編・刊）
　３．表中の［　］は本表の依拠史資料により判断したことを示す．
　４． 9代文左衛門の**印：文政4年10月～12月は何らかの理由で嘉川村庄屋信平が上中郷庄屋役を兼任し

た（林家文書，141-19，141-20，505-10-09）．
　５．備考欄について
　　　①数字は注１の林家文書の史料番号と山口大学所蔵林家文書の史料番号を示す．
　　　②「藤井著書：」は藤井竹蔵著『大庄屋林勇蔵　維新史料』(大正5年刊の復刻，1971，小郡郷土研究会）．
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七
）
三
月
付
で
上
申
し
た
が
、
同
年
九
月
急
死
し
た
た
め
、
勇
蔵
が
再
手
続
き

を
し
、
翌
五
年
二
月
（
二
月
二
八
日
改
元
）
吟
味
通
達）

（（
（

を
受
け
た
こ
と
ま
で
が

記
さ
れ
て
い
る
。
結
果
は
嘉
永
六
年（
一
八
五
三
）一
二
月
付
の
沙
汰
書
で「
伜

一
代
刀
被
差
免）

（（
（

」
た
。
許
可
の
理
由
と
し
て
、
庄
屋
役
（
天
保
一
二
年
よ
り
）、

社
倉
米
の
供
出
、「
姥
倉
御
普
請
」
へ
の
供
出
銀
、
天
保
の
水
害
復
旧
の
働
き

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

林
家
の
「
御
仕
成
」
の
対
象
は
、
七
代
以
降
は
永
名
を
名
乗
っ
て
い
る）

（（
（

こ
と

か
ら
帯
刀
願
の
み
で
、
表
１
の
備
考
欄
に
示
し
た
よ
う
に
、
勇
蔵
大
庄
屋
就
任

以
前
は
、安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
七
代
文
左
衛
門
の
「
一
代
」、文
化
八
年
（
一

八
一
一
）
八
代
兵
吉
及
び
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
九
代
文
左
衛
門
の
「
役

中
」を
経
て
、同
じ
く
九
代
文
左
衛
門
の
天
保
一
二
年（
一
八
四
一
）「
伜
代
迄
」、

さ
ら
に
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
一
〇
代
勇
蔵
の
「
伜
一
代
」
と
、
よ
り
上
位

の
帯
刀
「
御
仕
成
」
を
獲
得
し
て
い
る
。

　

勇
蔵
の
安
政
二
年
大
庄
屋
就
任
以
降
は
さ
ら
に
、
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）

正
月
「
嫡
孫
役
中）

（（
（

」、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
一
一
月
「
嫡
孫
一
代）

（（
（

」、
慶
応

二
年
（
一
八
六
六
）
五
月
に
は
「
伜
よ
り
の
嫡
孫
一
代
」
と
同
時
に
「
尚
明
キ

候
次
第
永
代
刀
被
差
免
候）

（（
（

」
と
永
代
許
可
の
資
格
を
取
り
付
け
て
い
る
。

　
「
明
キ
候
次
第
」
と
い
う
の
は
永
代
「
御
仕
成
」
の
「
株
明
」
き
を
意
味
し

て
い
る
。
伊
藤
氏
に
よ
る
と
、
安
永
七
年
仕
法
に
よ
り
永
代
「
御
仕
成
」
の
発

行
が
停
止
さ
れ
、
以
後
領
内
で
事
実
上
そ
れ
ら
が
譲
渡
（
売
買
）
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
実
態
が
あ
り
、藩
は
安
政
三
年
三
月
郡
奉
行
か
ら
法
令
を
出
し
、「
余

程
之
積
功
之
者
」
に
は
永
代
「
御
仕
成
」
に
「
明
株
」
が
あ
り
次
第
与
え
る
が
、

譲
渡
は
従
前
と
異
な
り
「
明
役
程
之
譲
渡
」
を
意
味
す
る
も
の
と
い
う
「
御
手

形
之
御
仕
法
」（
手
形
は
永
代
資
格
の
証
明
書
）
を
定
め
た）

（（
（

。

　

林
家
歴
代
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
家
格
形
成
活
動
を
伝
え
る
安
永
四
年
以
降
の

沙
汰
書
（
奉
書
）
は
す
べ
て
勇
蔵
に
よ
り
巻
物
一
軸
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

２　

林
勇
蔵
勤
功
上
申
書
に
よ
る
歴
代
の
職
歴

　

勇
蔵
勤
功
上
申
書
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
林
家
歴
代
の
職
歴
は
、
表
１
の
五
代

文
左
衛
門
か
ら
一
〇
代
勇
蔵
の
上
中
郷
庄
屋
時
代
ま
で
で
あ
る
。
先
祖
代
々
の

勤
功
は
「
所
勤
仕
」
と
表
現
さ
れ
、
勤
功
の
積
み
上
げ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

役
職
名
や
就
任
期
間
に
つ
い
て
は
林
家
文
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
て
各

当
主
が
役
職
在
任
中
に
作
成
・
授
受
に
か
か
わ
っ
た
諸
史
料
と
照
合
し
た
。
勤

功
上
申
書
の
補
訂
を
し
た
も
の
は
依
拠
史
資
料
を
備
考
欄
に
示
し
た
。
山
口
県

文
書
館
所
蔵
の
「
小
郡
宰
判
本
控
」
に
つ
い
て
も
参
照
し
た
。

　

先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、藤
井
竹
蔵
著
『
大
庄
屋
林
勇
蔵　

維
新
史
料
』（
以

下
、
藤
井
著
著
）、『
小
郡
町
史
』
増
訂
版
を
参
照
し
た
。
前
者
の
依
拠
史
料
は

記
さ
れ
て
い
な
い
が
初
代
林
勝
助
～
九
代
林
文
左
衛
門
ま
で
の
家
系
図
が
示
さ

れ
、
後
者
は
「
同
家
記
録
。
県
庁
旧
記
。
原
田
家
古
文
書
。
役
場
記
録
」
に
よ

る
も
の
と
し
て
前
者
を
補
訂
し
一
一
代
ま
で
が
記
述
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
表
１
に
採

録
し
た
も
の
は
備
考
欄
と
注
記
に
記
し
た
。
ま
た
、
矢
野
健
太
郎
氏
作
成
の
寛

政
元
～
明
治
四
年
の
小
郡
宰
判
大
庄
屋
表）

（（
（

も
参
考
に
し
た
。

　

歴
代
の
職
歴
を
表
１
に
よ
っ
て
概
観
す
る
と
、
林
家
は
先
祖
の
四
代
延
宝
期

以
降
、
居
村
の
上
中
郷
庄
屋
役
を
世
襲
し
（
但
し
、
六
代
は
不
明
）、
八
代
兵
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吉
以
降
は
村
内
の
藩
士
揚
井
氏
知
行
所）

（（
（

（
給
地
）
の
庄
屋
（
給
庄
屋
）
を
兼
帯

し
た
。
萩
藩
は
近
世
を
通
じ
て
地
方
知
行
制
が
と
ら
れ
、
給
庄
屋
は
原
則
と
し

て
一
給
に
一
人
お
か
れ
た）

（（
（

。

　

上
中
郷
は
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
時
点
の
記
述
と
さ
れ
る
『
防
長
風
土

注
進
案
』（
以
下
、『
注
進
案
』）
や
林
家
文
書
の
藩
政
時
代
の
地
方
史
料
に
お

い
て
は
「
村
」
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
林
家
文
書
目
録
及
び
本
稿
も
こ
れ

に
な
ら
っ
た
。『
注
進
案
』
に
よ
れ
ば
村
高
三
、
二
八
九
石
余
、
内
一
三
石
余

が
給
領
地
、
戸
数
三
五
二
軒
、
人
口
一
、
四
五
八
人
で
、
近
世
一
般
の
村
と
し

て
は
規
模
が
大
き
い
。
吉
敷
郡
北
部
の
山
口
宰
判
に
接
し
、
南
流
す
る
椹
野
川

の
両
岸
に
位
置
す
る
山
地
の
多
い
村
で
、
天
井
川
と
な
っ
た
椹
野
川
の
氾
濫
に

悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
村
内
に
は
七
つ
の
小
名
（
中
岡
、
岩
屋
、
上
仁
保
津
、
八

方
原
、
新
町
、
中
畑
、
奥
畑
）
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
蔵
入
地
に
畔
頭
く
ろ
が
し
らが
置
か

れ
、
庄
屋
が
こ
れ
を
選
任
、
管
轄
し
た
。

　

庄
屋
役
の
「
御
仕
成
」
評
価
の
基
準
は
『
小
郡
町
史
』
増
訂
版
に
よ
る
と
、

林
勇
蔵
手
記
に
よ
る
も
の
と
し
て
（
原
史
料
は
未
確
認
）、
庄
屋
役
一
五
年
ほ

ど
の
勤
め
で
役
中
名
字
、
更
に
五
、
六
年
勤
め
る
と
一
代
名
字
が
許
さ
れ
た
。

ま
た
、
名
字
あ
る
者
は
勤
役
二
〇
年
で
役
中
帯
刀
、
更
に
六
、
七
年
を
重
ね
る

と
一
代
帯
刀
が
許
さ
れ
た
と
い
う）

（（
（

。
勇
蔵
の
「
伜
一
代
刀
」
の
許
可
は
庄
屋
役

一
三
年
目
で
あ
っ
た
。

　

萩
藩
に
お
け
る
地
方
（
じ
か
た
）
支
配
の
行
政
区
を
宰
判
と
い
い
、
幕
末
期

に
は
一
八
の
宰
判
が
設
置
さ
れ
（
表
７
参
照
）、
代
官
を
配
置
し
て
管
轄
し
た
。

宰
判
は
一
般
に
十
数
か
村
で
構
成
さ
れ
、
幕
末
期
の
小
郡
宰
判
に
つ
い
て
庄
屋

の
数
で
み
る
と
、
上
中
郷
、
下
郷
、
嘉
川
村
、
江
崎
村
、
遠
波
村
、
佐
山
村
小

都
合
、
井
関
村
、
井
関
村
惣
給
小
都
合
、
岐
波
村
、
名
田
島
、
二
島
、
本
郷
、

青
江
村
、
陶
村
・
銭
銭
司
村
小
都
合
（
兼
帯
）、
台
道
村
の
一
五
で
あ
る
（
林

家
文
書
、
安
政
五
年
九
月
「
米
銀
差
引
帳
」、
恵
米
方
・
林
勇
蔵
作
成
）。
小
都

合
庄
屋
は
給
庄
屋
を
管
轄
す
る
庄
屋
で
、
給
地
の
大
庄
屋）

（（
（

に
あ
た
る
。

　

宰
判
の
役
所
を
勘
場
と
い
い
、
宰
判
内
の
要
衝
の
地
に
お
か
れ
た
。
小
郡
宰

判
の
勘
場
は
山
陽
道
の
宿
駅
（
幕
府
道
中
奉
行
所
の
『
五
駅
便
覧
』
は
小
郡
宿
、

林
家
文
書
で
は
小
郡
津
市
宿
）
が
お
か
れ
た
下
郷
の
津
市
に
設
置
さ
れ
た
。
勘

場
に
は
「
代
官
や
そ
の
属
僚
お
よ
び
大
庄
屋
以
下
の
勘
場
役
人
が
出
勤）

（（
（

」
し
た
。

勘
場
と
勘
場
役
人
に
つ
い
て
は
次
項
で
述
べ
る
。

　

七
代
文
左
衛
門
、
九
代
文
左
衛
門
、
一
〇
代
勇
蔵
は
と
も
に
若
輩
の
頃
か
ら

勘
場
加
勢
役
に
採
用
さ
れ
、
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
生
ま
れ
の
勇
蔵
は
一

六
才
の
時
か
ら
で
、
父
子
と
も
そ
れ
ぞ
れ
七
年
間
勤
め
た
。
一
一
代
の
秀
之
進

（
の
ち
秀
一
、
ひ
で
か
ず
）
も
勇
蔵
の
「
御
仕
成
」
沙
汰
書
等
に
よ
る
と
、
父

親
の
後
任
と
し
て
給
庄
屋
を
勤
め
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
は
勘
場
見
習

と
し
て
勤
務
し
て
い
た）

（（
（

。
文
左
衛
門
・
勇
蔵
父
子
は
本
村
庄
屋
役
を
経
て
大
庄

屋
に
任
命
さ
れ
勘
場
役
人
に
昇
進
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
二
三
年
、
一
五
年
の
経
験

を
積
ん
だ
後
で
あ
る
。
庄
屋
役
就
任
以
前
に
勘
場
役
人
に
登
用
さ
れ
た
七
代
の

場
合
は
異
例
で
あ
ろ
う
。

　

七
代
文
左
衛
門
は
次
項
で
述
べ
る
明
和
～
寛
政
初
年
の
宰
判
の
分
割
・
合
併

に
よ
る
変
動
著
し
い
時
期
に
、
勘
場
役
人
と
し
て
恵
米
方
、
大
庄
屋
を
歴
任
し

て
お
り
、
藤
井
著
書
は
「
林
家
中
興
ノ
主
ト
ス）

（（
（

」
と
記
し
て
い
る
。
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３　

小
郡
宰
判
の
行
政
地
域
の
変
動
と
林
家
の
履
歴

　

勇
蔵
勤
功
上
申
書
に
は
歴
代
の
勤
功
と
の
か
か
わ
り
で
小
郡
宰
判
の
行
政
地

域
の
変
動
が
記
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
七
代
文
左
衛
門
の
役
職
と
関
係
す

る
中
関
宰
判
と
の
統
廃
合
、
上
中
郷
の
山
口
宰
判
へ
の
分
割
統
廃
合
、
三
田
尻

宰
判
内
「
西
ノ
浦
」
の
小
郡
宰
判
へ
の
分
割
統
廃
合
で
あ
る
。「
西
ノ
浦
」
は

一
〇
代
勇
蔵
の
献
金
も
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
市
町
村
市
史
等
の
文
献
や

山
口
県
文
書
館
所
蔵
の
「
小
郡
宰
判
本
控
」、
及
び
林
家
文
書
の
調
査
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
沿
革
を
次
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

中
関
宰
判
は
『
防
府
市
史
』
に
よ
る
と
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
七
月
、
塩

浜
の
開
作
に
よ
る
塩
業
の
発
展
と
三
田
尻
御
茶
屋
の
大
改
修
を
意
図
し
て
、
三

田
尻
宰
判
と
小
郡
宰
判
の
一
部
を
割
い
て
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
宰
判
は
三
田
尻

宰
判
の
う
ち
「
田
島
（
西
ノ
浦
）」
な
ど
の
諸
村
と
塩
浜
、
小
郡
宰
判
の
う
ち

椹
野
川
以
東
の
諸
村
と
以
西
の
井
関
・
遠
波
両
村
か
ら
成
っ
て
い
た
（
旧
版
『
防

府
市
史
』
上
巻
）。
そ
の
後
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
九
月
、
小
郡
宰
判
は

中
関
宰
判
へ
合
併
さ
れ
た
が
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
八
月
中
関
宰
判
の
廃

止
に
伴
い
、
旧
三
田
尻
宰
判
の
地
域
を
同
宰
判
に
戻
し
、
旧
小
郡
宰
判
の
地
域

も
小
郡
宰
判
と
し
て
復
活
し
た）

（（
（

。

　

こ
の
間
上
中
郷
は
安
永
六
年
に
山
口
宰
判
へ
移
管
（「
添
石
」））

（（
（

さ
れ
、
天
明

四
年
一
二
月
復
活
し
た
小
郡
宰
判
へ
戻
さ
れ
る
（「
返
石
」））

（（
（

こ
と
に
な
り
、
翌

年
に
か
け
て
「
引
分
ケ
」
の
諸
手
続
き
が
行
わ
れ
た
。
林
家
で
は
こ
の
時
期
七

代
文
左
衛
門
が
山
口
宰
判
の
勘
場
に
お
い
て
恵
米
方
等
の
諸
役
を
勤
め
た
。

　

合
併
期
間
中
の
勘
場
役
人
の
役
職
名
は
「
小
郡
宰
判
本
控
」
に
よ
る
と
、
旧

宰
判
ご
と
に
複
数
名
お
か
れ
、「
小
郡
恵
米
方
」「
山
口
恵
米
方
」
の
よ
う
に
旧

所
属
宰
判
名
を
冠
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
庄
屋
も
同
様）

（（
（

で
、
統
合
・
分
割
が
続

く
事
態
の
も
と
で
と
ら
れ
た
措
置
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
天
明
六
年
一
一
月
に
も
三
田
尻
・
徳
地
・
小
郡
を
一
宰
判
と
し
た
が
、

小
郡
宰
判
は
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
七
月
に
独
立）

（（
（

し
た
。
勇
蔵
勤
功
上
申
書

に
「
小
郡
中
之
関
御
宰
判
ニ
被
仰
付
候
節
、天
明
年
大
庄
屋
役
ニ
而
御
引
分
ケ
」

と
あ
る
の
は
、
七
代
文
左
衛
門
の
役
職
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
と
き
の
統
合
廃

止
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
田
尻
宰
判
南
部
の
「
西
ノ
浦
」
の
動
向
は
『
郷
土
史
ふ
る
さ
と
西
浦
』
に

詳
し
い）

（（
（

。
そ
の
記
述
と
、
林
家
文
書
、
及
び
「
小
郡
宰
判
本
控
」
等
に
よ
っ
て

ま
と
め
る
と
概
略
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

西
ノ
浦
の
天
明
七
年
開
作
（
九
月
鍬
始
め
、
一
一
月
潮
留
）
は
萩
藩
撫
育
方

に
よ
る
塩
田
開
発
（
前
ケ
浜
塩
田
）
で
、
林
家
文
書
に
大
庄
屋
林
文
左
衛
門
の

出
張
入
用
帳）

（（
（

が
伝
存
す
る
。
そ
の
後
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
一
〇
月
に
「
西

ノ
浦
古
地
、
新
開
作
（
前
ケ
浜
塩
田
）、
古
開
作
（
鹿か
つ
の角
開
作
）」
が
と
も
に
三

田
尻
宰
判
か
ら
独
立
し
た
小
郡
宰
判
に
移
管
さ
れ
た
。「
小
郡
宰
判
本
控
」（
天

明
七
～
寛
政
四
年
）
に
よ
る
と
、「
引
分
ケ
」
の
沙
汰
は
寛
政
二
年
七
月
二
〇

日）
（（
（

で
あ
っ
た
。

　
　

寛
政
二
戌
七
月
二
十
日
引
分
ケ
被
仰
付
候
事

　
　

御
引
渡
写

　
　

 　

此
度
小
郡
才
判
被
相
立
三
田
尻
西
ノ
浦
を
小
郡
江
添
石
被
仰
付
、
山
田

喜
兵
衛
事
御
代
官
并
西
ノ
浦
御
開
作
頭
人
兼
帯
ニ
し
て
被
差
出
候
条
、
引
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分
書
御
沙
汰
候
事

　

勇
蔵
勤
功
上
申
書
の
「
西
浦
開
作
大
庄
屋
」
は
、
代
官
山
田
喜
兵
衛
の
も
と

で
塩
田
開
作
地
を
含
む
「
西
ノ
浦
」
を
管
轄
す
る
役
職
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
林
家
文
書
に
伝
存
す
る
「
西
浦
大
庄
屋
」
作
成
の
享
和
元
～
三
年
の
文

書
二
点）

（（
（

に
よ
っ
て
そ
の
一
端
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
前
ケ
浜
塩
田
を
除
く
地
域
（「
西
ノ
浦
村
」

「
西
ノ
浦
鹿
角
村
」）
が
三
田
尻
宰
判
へ
戻
さ
れ
た
。「
小
郡
宰
判
本
控
」（
享
和

三
～
文
化
二
年
）
所
収
の
「
丑
（
文
化
二
年
）
四
月
二
一
日
伺　

西
浦
御
返
石

ニ
付
御
引
分
一
件
控　

郡
方
控
」
は
、文
化
元
年
秋
三
田
尻
宰
判
へ
「
御
返
石
」

の
沙
汰
に
よ
り
、
元
年
一
〇
月
～
翌
二
年
春
に
か
け
て
移
管
手
続
き
を
行
っ
た

当
時
の
小
郡
宰
判
大
庄
屋
九
代
林
文
左
衛
門
の
伺
書
で
あ
る
。
そ
し
て
文
政
六

年
（
一
八
二
三
）、
残
る
「
西
ノ
浦
前
ケ
浜
村
」
が
小
郡
宰
判
か
ら
三
田
尻
宰

判
へ
返
還
さ
れ
た
。

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
『
萩
藩
宰
判
勘
場
跡
』
掲
載
の
文
化
九
年
「
小
郡
勘

場
建
替
差
図
」
に
よ
る
と
、
勘
場
の
建
物
間
取
図
に
「
西
浦
」
と
記
入
の
あ
る

四
畳
半
の
部
屋）

（（
（

が
あ
る
が
、文
化
元
～
文
政
六
年
の
間
に
「
西
ノ
浦
前
ケ
浜
村
」

の
管
轄
大
庄
屋
が
お
か
れ
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

　
　
　

二　

一
〇
代
林
勇
蔵
の
大
庄
屋
就
任
以
降

　
　
　
　

１　

勇
蔵
の
役
職
沙
汰
書
集
成

　

林
家
所
蔵
の
歴
代
履
歴
に
関
す
る
史
料
の
今
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
勇
蔵

の
大
庄
屋
就
任
以
降
の
も
の
で
、
役
職
・
職
務
の
任
免
に
関
す
る
萩
藩
の
沙
汰

書
（
辞
令
）・
趣
意
書
と
褒
賞
状
、
そ
れ
に
勇
蔵
に
関
す
る
「
御
仕
成
」
の
「
御

正
拠
物
」（
奉
書
）
を
自
ら
筆
写
し
た
も
の
が
掛
軸
三
軸）

（（
（

に
仕
立
て
ら
れ
て
い

る
。
役
職
等
の
沙
汰
書
は
そ
の
う
ち
二
軸
に
分
け
て
、⑴
安
政
二
年
「
卯
八
月
」

～
文
久
二
年
「
戌
閏
八
月
」
の
二
一
通
（
役
職
一
〇
、
職
務
一
一
、
内
、
趣
意

書
一
）
と
、
⑵
文
久
二
年
「
戌
一
二
月
」
～
明
治
一
〇
年
五
月
一
七
日
の
三
〇

通
（
役
職
・
職
務
各
一
五
、
内
、
諸
郡
勘
農
方
大
庄
屋
二
）
の
切
紙
が
表
装
さ

れ
て
い
る
。
沙
汰
書
に
は
勇
蔵
の
自
筆
で
申
渡
し
の
年
月
日
、
場
所
、
同
席
の

藩
の
役
人
、
用
務
の
内
容
等
を
記
し
た
い
わ
ゆ
る
「
ヒ
ヤ
シ
」
が
添
え
ら
れ
た

も
の
が
あ
る
（
①
一
一
通
、
②
七
通
）。

　

こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
地
方
役
人
の
任
免
沙
汰
書
集
成
は
お
そ
ら
く
萩
藩
内
で

も
類
例
が
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
来
は
地
方
役
人
と
し
て
の「
所
勤
」

の
証
拠
書
類
で
あ
り
、「
御
仕
成
」
の
た
め
に
勇
蔵
が
軸
装
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
萩
藩
で
は
大
庄
屋
に
つ
い
て
も
任
免
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
大
庄
屋
・
恵
米
方
の
任
免
に
か
か
わ
る
実
物
の
沙
汰
書
集
成
は
、
私
文
書

の
域
を
こ
え
て
、
重
要
な
歴
史
的
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
勇
蔵
の
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
九
月
大
庄
屋
就
任
以
降
の

藩
政
時
代
、
及
び
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
廃
藩
置
県
後
の
山
口
県
庁
吏
員
、

さ
ら
に
明
治
七
年
一
一
月
共
同
会
社
副
頭
取
就
任
後
、
同
一
〇
年
解
任
（
依
頼

退
職
）
ま
で
の
履
歴
を
表
２
に
示
し
た
。

　

役
職
名
や
就
任
期
間
に
つ
い
て
は
、
表
に
注
記
し
た
よ
う
に
、
林
勇
蔵
「
履

歴
之
概
略
」（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
井
上
馨
文
書
）、
林
家
文
書
の
勇
蔵
自
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表２　林家履歴―10代林勇蔵の大庄屋就任以降―

世代 名前 役　職　名
就　任　期　間 備　　　考

◇：職務の発令就任 離任

10 勇蔵

大庄屋 安政2.9 安政3.8
・役儀差替え．安政2.8申渡し．
610-07：安政3.8大庄屋．
◇安政3.8：勧農産物江戸方御内用．

恵米方
非番大庄屋席より 安政3.9 安政4.8

・役儀差替え．
◇安政3.9：青江・二島・台道三ケ村庄屋，
小都合役座，当秋勘定境仕詰受渡見届検証
役．
◇安政3.10：上中郷仁保津村田成開立所堤
築立普請一件懸り（神泉新塘築立）．
◇安政4.5：二島之内幸田村・仁光寺村水
取之争議取扱い．
◇安政4.6：井関村新開畠田成所・湯野河
内堤荒手付替・笠置・腹付普請一件懸り．

恵米方（再勤） 安政4.9 安政5.8

恵米方（再勤）
非番大庄屋席より 安政5.9 安政6.8

・安政5.11.29申渡し．
◇安政5.11：井関惣給・岐波村・名田島共
三ケ村庄屋，小都合役座，当秋勘定境仕詰
受渡見届検証役．
◇安政5.11.29：勧農産物御内用懸り，

恵米方（再勤） 安政6.9 万延元.8

◇安政6.10：勘場建替一件作事懸り之者差
出，万事引受．
◇安政6.11：二島・本郷・青江三ケ村庄屋，
小都合役座，当秋勘定境仕詰請渡見届検証
役．
◇万延元.12：陶村・同惣給・台道村共三
ケ村庄屋，小都合役座，当秋勘定境仕受渡
見届検証役．

恵米方（再勤） 万延元.9 文久元.［5］ ・離任：任免状は文久元.8．
2-2：安政7.1「嫡孫役中刀被差免候」

恵米方差替（免除） 文久元.5 ［文久元.7］ ・気分相ニ付役儀断り申出により差替．
恵米方（再勤） 文久元.8 文久元.8 ・8月中再勤．
大庄屋 文久元.9 文久2.8 ・役儀差替え．

非番大庄屋 文久2.9 文久3.8

611-02，603-17：陶・鋳銭司村庄屋・小都
合兼帯庄屋．
◇文久2.閏8：役儀差変え，非番にして差
置き，陶村庄屋役座，同惣給小都合役座御
用共取捌．
◇文久2.閏8：同上ニ付趣意覚書.
◇文久2.12：上中郷仁保津村霊泉新堤・神
泉新堤築立御普請掛り.
◇文久3.6.6：砲台築き調え惣見合役．
◇文久3.6.11：砲台築き調え惣見合役を解
き大頭取役．

非番大庄屋（再勤） 文久3.9 ［文久3.12］

・離任：任免状は元治元.8．
611-03：陶・鋳銭司村庄屋・小都合兼帯．
◇文久3.9：陶村庄屋役座，同惣給小都合
役座御用取捌．
・役儀差替え．　文久3.12大晦日申渡し．

「日記」090-13：文久3.12.30恵米方発令．

恵米方 ［元治元.1］ ［元治元.8］

◇元治元.4：根役（恵米方）より津市宿方
仕組懸り兼帯．
2-2：元治元.11「嫡孫一代刀并伜よりの嫡
孫小都合以上之役儀相勤候節刀被差免」

七
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10 勇蔵

大庄屋 元治元.9 慶応元.8 ・役儀差替え．

大庄屋（再勤） 慶応元.9 慶応2.8

2-2：慶応2.5「伜よりの嫡孫一代刀被差免，
尚明き有之次第永代刀可被差免候」
◇慶応2.8：柳井田関門外三角形土塁築造，
諸事御用懸り．

大庄屋（再勤） 慶応2.9 慶応3.8 2-2：慶応3「身柄尚伜代迄大庄屋格被差免
候」

恵米方 慶応3.9 明治元.［8］

役儀差替え，恵米方・林勇蔵宛．
◇明治元.4：根役（恵米方）より済生修甫

（補）方兼帯．
「諸控」090-23-02：明治元.8恵米方.

恵米方（再勤） 明治元.9 明治2.8

諸郡勧農方大庄屋
（民政局附）

明治2.7 ［明治5.4.23］

・明治2.7.5申渡し．
・離任は「手控］090-56による，租税課付
勧農方大庄屋．
◇明治3.3.29：諸郡采地返上詮議懸り．民
政局付諸郡勧農大庄屋宛．
039-14：明治3年4月諸郡勧農大庄屋・采地
返上御用係兼帯．
◇明治3.10.27：船木部西須恵村開作所下詮
議として出向．勧農大庄屋・林勇蔵宛．

「手控］090-58：明治4.2郡用局付勧農方大
庄屋．

［恵米方（再勤）］ ［明治2.9］ ［明治3.8］

［手控」090-22による．恵米方・林勇蔵宛
811-01，530-15外：明治2.9～3.8恵米方．
◇明治2.11：本郷黒潟沖新開作築立，世話
方大頭取，

恵米方（再勤）
非番大庄屋席より

明治3.9 明治4.［9］

・辞令の任期は明治4.8まで．恵米方・林
勇蔵宛．
◇明治3.10：根役（恵米方）より南開作塩
浜開立，竈屋仕調その外諸普請，小嶋開作
築立一件世話方大頭取．
◇明治4.7：根役（恵米方）より東津川・
干見折川普請御用懸り．
530-75外：明治4.9恵米方．

大庄屋 明治4.10 ［明治4.10］

・役儀差替え．恵米方・林勇蔵宛．
・辞令の任期は明治5.9まで．
350-02-01-11：明治4.10大庄屋，762-05：
明治4.10.28大庄屋．

大庄屋免除，大庄屋
首席

明治4.11

大庄屋・林勇蔵宛．気分相ニ付役義断り申
し出，大庄屋首席にて随時出勤．
◇明治4.11.13：当分［勘場］仕組懸り．　
先大庄屋・林勇蔵宛．明治4年11月13日申
渡し．
◇明治4.12.19：根役より薄地（はくち，や
せ地のこと）高石難渋田．御詮儀御用掛り．
勧場仕組掛り・林勇蔵宛申渡し．

山口県
等外三等出仕

［山口県庁吏員］

明治5.4 ［明治6］

◇明治5.4：租税課専勤．
「手控」090-56：明治5.4.24林勇蔵請書．
「手控］090-52：明治6.7.22等外三等出仕．
「南吉敷郡諸御囲穀封放一件手控」090-
55：明治5.［4］租税課改正掛5名のうち．

「同上手控」090-55：明治5.9.17改革係とし
て服務．
◇明治5.9.27：改革掛り．
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筆
の
「
日
記
」「
手
控
」、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
の
「
小
郡
宰
判
本
控
」、
林
家

文
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、『
小
郡
町
史
』
増
訂
版
等
の
文
献
と
照
合
し
、
補

訂
を
行
っ
た
。
依
拠
史
資
料
は
備
考
欄
及
び
注
記
に
示
し
た
。

　

ま
た
、
本
表
の
大
庄
屋
就
任
以
降
の
期
間
に
お
け
る
勇
蔵
の
「
御
仕
成
」
に

つ
い
て
も
、
上
述
の
史
料
に
よ
り
備
考
欄
に
示
し
た
。
慶
応
二
年
五
月
の
永
代

「
刀
御
仕
成
」
の
資
格
獲
得
ま
で
は
前
述
し
た
が
、
残
る
永
代
「
大
庄
屋
格
御

仕
成
」
に
つ
い
て
も
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
「
伜
代
迄
大
庄
屋
格
」
を
許

さ
れ
た
。
勇
蔵
は
「
右
之
御
奉
書
多
端
御
時
節
無
間
廃
藩
ニ
相
成
下
り
不
申
候

処
、
慶
応
三
卯
年
御
免
ニ
相
成
候
事）

（（
（

」
と
感
慨
を
付
記
し
て
い
る
。

　

な
お
、
表
２
の
課
題
と
し
て
、
明
治
二
年
七
月
任
命
の
諸
郡
勧
農
方
大
庄
屋

に
つ
い
て
役
職
名
が
明
記
さ
れ
た
伝
存
史
料
が
き
わ
め
て
少
な
く
、
慶
応
三
年

九
月
か
ら
継
続
し
て
い
る
恵
米
方
と
の
併
任
も
あ
い
ま
っ
て
、
職
務
内
容
が
必

ず
し
も
明
確
で
な
い
こ
と
、
明
治
五
年
四
月
発
令
の
山
口
県
庁
吏
員
の
任
期
終

了
の
時
点
、
及
び
明
治
七
年
一
一
月
共
同
会
社
副
頭
取
就
任
ま
で
の
動
向
に
つ

い
て
裏
付
け
史
料
が
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　

２　

勘
場
役
人
の
歴
任
と
日
記
史
料
群

　

大
庄
屋
就
任
以
後
の
勇
蔵
の
職
歴
は
藩
政
時
代
に
お
い
て
は
勘
場
役
人
と
し

て
の
役
職
で
あ
る
が
、
表
示
の
よ
う
に
、
大
庄
屋
、
恵
米
方
を
歴
任
す
る
と
と

も
に
、
間
に
は
非
番
大
庄
屋
に
も
就
い
て
い
る
。

　

林
家
文
書
に
は
勇
蔵
の
日
記
史
料
群
が
伝
存
す
る
。
庄
屋
時
代
の
日
記
は
二

点
、
大
庄
屋
就
任
以
降
は
「
日
記
」「
手
控
」（
ま
た
は
手
ひ
か
え
）「
諸
控
」

10 勇蔵
協同会社・副頭取 明治7.11.26 明治10.5.17 ・就任は「日記」009-50，注4による．

・離任：辞令は頭取．情願により解任．
協同会社・本社用掛 明治10.5.17 ・臨時社用出社．

注）１．本表は林家個人所蔵の次の史料を主体に作成した．
　　　9-1：［林勇蔵「御仕成」沙汰書写外］（嘉永6年12月～慶応3年）．
　　　　　 ・明治2年10月杉修道民事権少参事訓話，明治10年共同会社報賞状等を含む，
　　　9-2：［林勇蔵任免沙汰書及褒賞状］（安政2年8月～文久2年閏8月）
　　　9-3：［林勇蔵任免沙汰書］（文久2年12月～明治10年5月17日）
　　２．注１以外の備考欄に記した依拠史資料は次のとおり．
　　　　・「日記」「手控］の作成者は林勇蔵．　数字は林家文書の史料番号．
　　　　・備考欄の数字は表１の注5－①に同じ．
　　３．林勇蔵「履歴之概略」（国立国会図書館所蔵，井上馨文書）を参照した．
　　　　明治初年の勇蔵の職歴は発令・離任年月に本表と相違する点がある．
　　　　・明治2～明治4年4月　 郡方付諸郡勧農大庄屋役．
　　　　・明治4年4月～明治6年　等外三等出仕山口県租税課専勤．　
　　　　・明治4年7月～租税課専勤中，吉敷郡椹野川及干見折川浚渫工事御用係．
　　　　・明治5年8月～改革係．
　　　　・明治7～明治10年　共同会社副頭取．
　　４．共同会社就任年月日・役職等については，主として注３及び下記文献によった．
　　　　・藤井竹蔵著『大庄屋林勇蔵　維新史料』（大正5年刊の復刻，1971）
　　　　・田村貞雄「地租金納化をめぐる山口県民の動向―防長共同会社成立事情の考察―」
　　　　　『史潮』(大塚史学会）№91，1965，25～52頁．
　　　　・会社名は田村論文では防長共同会社，その他は共同会社．
　　５．備考欄の◇印は職務の発令を示す．
　　６．就任（発令）・離任欄の年月次に付した［　］は本表の依拠史資料により判断したことを示す．
　　７．その他
　　　　・明治4年10月発令の大庄屋役は通常の大庄屋役と解釈した．
　　　　・諸郡勧農方大庄屋役は明治5年4月等外三等出仕発令まで継続．
　　　　・ 山口県租税課改革係の辞令は明治5年9月27日であるが，注3の「履歴之概略」の記載は明治5年

8月，林勇蔵「手控」によると明治5年9月17日に服務の記録がある．
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と
標
題
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
を
主
体
に
三
九
点
の
も
の
が
あ
る
。
前
掲
藤
井
著

書
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
「
見
聞
集
」（
表
紙
に
「
不
許
他
見
」
の
書

入
れ
が
あ
る
）
三
冊
も
含
ま
れ
る
。
日
記
史
料
群
の
性
格
を
概
観
す
る
た
め
、

林
家
文
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
書
誌
情
報
に
よ
っ
て
、
表
２
で
得
た
役
職
就

任
期
間
と
日
記
史
料
群
と
の
関
係
を
表
３
に
示
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
勘
場
役
人
時
代
の
勇
蔵
は
、
起
筆
年
月
日
か
ら
知
ら
れ
る

よ
う
に
役
職
発
令
の
都
度
、
新
た
に
日
記
を
起
こ
し
就
任
初
日
か
ら
記
帳
し
た

こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
大
庄
屋
役
の
場
合
は
表
紙
の
記
入
に
役
職
の
肩
書

き
を
入
れ
る
か
、「
大
庄
屋
許も
と

」
と
記
載
し
て
そ
の
他
の
役
職
の
場
合
と
は
区

別
さ
れ
て
お
り
、
勇
蔵
の
心
境
の
一
端
が
伺
え
る
。

　

林
家
文
書
は
勇
蔵
自
筆
の
「
ヒ
ヤ
シ
」
の
書
込
み
に
よ
る
周
辺
情
報
の
付
加

の
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
特
徴
が
あ
り
、
林
家
文
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
努

め
て
そ
の
こ
と
を
注
記
す
る
方
針
を
採
っ
た
。
表
３
の
日
記
史
料
群
は
そ
の
こ

と
を
含
め
、
勇
蔵
の
記
録
行
為
と
情
報
管
理
に
つ
い
て
の
卓
越
し
た
能
力
を
物

語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

小
郡
町
制
百
周
年
記
念
に
出
版
さ
れ
た
前
掲
『
林
勇
蔵
日
記
』
は
、
勇
蔵
の

日
記
類
は
単
な
る
個
人
の
私
日
記
で
は
な
く
勘
場
の
公
務
日
誌
で
あ
り
、「
日

記
」
と
「
諸
控
」「
手
控
」
の
区
別
は
つ
け
が
た
く
補
完
し
あ
う
も
の
で
あ
る

と
解
説
し
て
い
る
。
同
書
巻
末
に
は
「
林
家
日
記
一
覧）

（（
（

」
八
一
点
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
が
、
勇
蔵
だ
け
で
な
く
秀
一
や
そ
の
外
の
人
物
の
も
の
も
含
ま
れ
る
。

　

勇
蔵
の
勘
場
役
人
の
就
任
状
況
に
つ
い
て
職
種
と
更
迭
を
概
観
す
る
と
、
勇

蔵
は
大
庄
屋
就
任
後
、
恵
米
方
と
大
庄
屋
を
交
代
制
に
よ
り
勤
め
て
い
る
。

　

石
川
卓
美
編
『
山
口
県
近
世
史
研
究
要
覧
』
に
よ
る
と
、
大
庄
屋
は
地
方
役

人
の
最
高
職
で
一
宰
判
に
一
人
お
か
れ
た
が
、
年
番
（
任
期
は
九
月
の
就
任
か

ら
翌
年
八
月
ま
で
）
で
交
代
す
る
の
を
原
則
と
し
て
い
た
。
こ
の
両
役
は
交
互

に
交
代
し
た
り
、
兼
務
す
る
場
合
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。 

身
分
・
地
位
を

示
す
地
方
役
人
の
役
職
の
更
迭
に
お
い
て
、
勇
蔵
の
よ
う
に
同
一
人
物
が
ト
ッ

プ
の
大
庄
屋
と
次
席
の
恵
米
方
を
年
番
で
交
代
す
る
人
事
制
度
は
萩
藩
に
特
有

の
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

勇
蔵
の
例
で
は
「
再
勤
」（
再
任
）
に
よ
る
継
続
や
任
期
途
中
の
交
代
も
行

わ
れ
て
い
る
が
、
大
庄
屋
の
更
迭
は
恵
米
方
あ
る
い
は
非
番
大
庄
屋
役
と
の
間

で
行
わ
れ
て
い
る
。
勘
場
役
人
と
し
て
の
在
職
年
数
は
安
政
二
年（
一
八
五
五
）

か
ら
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
一
八
年
間
に
、
通
算
で
大
庄
屋
約
八
年
、
非

番
大
庄
屋
二
年
四
か
月
、
恵
米
方
九
年
八
か
月
の
勤
務
で
あ
っ
た
（
明
治
以
降

の
藩
治
職
制
、版
籍
奉
還
に
伴
う
宰
判
・
勘
場
の
名
称
等
の
変
更
は
表
７
参
照
）。

諸
郡
勧
農
方
大
庄
屋
と
恵
米
方
の
併
任
時
期
も
あ
る
が
、
大
庄
屋
と
恵
米
方
の

就
任
期
間
は
同
程
度
の
比
重
で
あ
る
。
両
役
に
か
か
わ
る
勇
蔵
の
伝
存
史
料
を

林
家
文
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
約
一
千
点
の
規

模
で
大
庄
屋
役
が
若
干
多
い
程
度
で
あ
り
、こ
の
点
も
ほ
ぼ
同
じ
比
重
で
あ
る
。

　

非
番
大
庄
屋
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、『
も
り
の
し
げ
り
』
に
「
大
庄
屋

助
役
」
が
あ
り
、「
大
庄
屋
の
欠
員
又
ハ
病
気
等
ノ
際
之
ニ
代
テ
事
務
ヲ
執
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
宰
判
ニ
寄
リ
テ
ハ
之
ヲ
置
カ
ス
、
恵
米
方
ヨ
リ
之
ニ
任
ス
ル
ナ

リ）
（（
（

」
と
説
明
が
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
非
番
大
庄
屋
に
相
当
す
る
か
ど

う
か
の
判
断
は
難
し
い
。
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表３　林勇蔵の公職に関する日記史料群―大庄屋就任以後―
役　職

史料番号 標題
表　紙

起筆年月日
役職名 就任期間 標題年次 作成者

大庄屋 安政2.9～安政3.8
090-10 日記 安政2年9月～安政

3年8月
大庄屋　林勇蔵 安政2.9.1

090-09 見聞集 安政2年9月 政恒 安政2.9

恵米方 安政3.9～安政4.8 090-08 日記 安政3年9月 林勇蔵　 安政3.9.1

恵米方 安政4.9～安政5.8 090-07 日記 安政4年9月 林勇蔵政恒 安政4.9.1

恵米方 安政5.9～安政6.8

恵米方 安政6.9～万延1.8
090-04 日記 安政6年9月 林勇蔵 安政6.9.1

090-06 見聞集 安政6年9月 林勇蔵 安政6.9

恵米方 万延1.9～文久1.8 090-11 日記 万延元年9月 林政恒 万延1.9.1

大庄屋 文久1.9～文久2.8

090-19 日記 文久元年9月 大庄屋許 文久1.9.1

090-17 見聞集 文久元年9月 政恒 文久1.8

090-18 手ひかえ 文久元年9月 文久1.9

非番大庄屋 文久2.9～文久3.8
090-16 手控 文久2年9月 林政恒 文久2.9.1

090-15 手ひかえ 文久2年9月 林政恒 文久1.閏8

非番大庄屋 文久3.9～文久3.12 090-13 日記 文久3年9月 林政恒 文久3.9.1

恵米方 元治1.1～元治1.8

090-12 ○ 手控 文久4年正月 林政恒 文久4.3

090-14-02 諸控 元治元年子　一 文久3.3

090-14-03 ○ 諸控 元治元年子　二 元治1.7.6

大庄屋 元治1.9～慶応1.8 090-20 ○ 日記 元治元年9月 大庄屋許 元治1.9.1

大庄屋 慶応1.9～慶応2.8 090-26-02 ○ 日記 慶応元年9月 大庄屋許 慶応1.9.1

大庄屋 慶応2.9～慶応3.8 090-25 ○ 日記 慶応2年9月 大庄屋許 慶応2.9.1

恵米方 慶応3.9～明治1.8

090-24 ○ 手控 慶応3年9月 林勇蔵政恒 慶応2.12.17

090-23-01 ○ 諸控 慶応3年9月 御恵米方　林勇蔵 慶応3.8

090-23-02 諸控 明治元年辰一 慶応4.2

090-21-02 諸控 ［明治元年辰二］ 明治1.10

090-21-03 諸控 明治元年辰三 明治1.10

恵米方 明治1.9～明治2.8

090-22 ○ 手控 慶応4年9月 林政恒 明治1.9

090-21-01 諸控 慶応4年9月 御恵米方　林勇蔵 慶応4.9

090-21-04 諸控 明治2年 明治2.7

恵米方 明治2.9～明治3.8 090-61-01 諸控 明治2年9月 明治2.8

恵米方 明治3.9～明治4.9
090-61-02 諸控 明治3年 慶応3.12

090-57 手控 明治4年 明治3.9

大庄屋 明治4.10～

大庄屋首席 明治4.11～

諸郡勧農方
大庄屋

明治2.7～明治5.4

090-60 手控 明治2年7月 林勇蔵 明治2.7

090-59 ［諸覚綴］明治2年10月

090-58 手控 明治4年2月 勧農方大庄屋　林
勇蔵

明治4.1.23
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勇
蔵
の
役
職
更
迭
は
表
示
の
よ
う
に
大
庄
屋
→
非
番
大
庄
屋
→
恵
米
方
→
大

庄
屋
の
コ
ー
ス
を
た
ど
り
、
恵
米
方
か
ら
非
番
大
庄
屋
へ
の
更
迭
は
な
い
。
ま

た
、
非
番
大
庄
屋
へ
異
動
の
際
は
特
別
任
務
が
発
令
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
閏
八
月
に
は
「
陶
村
庄
屋
役
座
、
同
惣
給
小
都
合
役

座
共
御
用
取
捌
」（
陶
村
庄
屋
・
小
都
合
庄
屋
兼
帯
）
を
命
じ
ら
れ
、
沙
汰
書

と
は
別
に
趣
意
書
が
申
し
渡
さ
れ
た
。
藤
井
著
著
の
「
陶
村
行
政
刷
新
」
に
そ

の
史
料
提
示
と
記
述
が
あ
る）

（（
（

。
続
い
て
翌
三
年
六
月
に
は
柳
井
田
砲
台
築
造
の

大
頭
取
役
を
命
じ
ら
れ
た
。

　
　
　
　

３　

恵
米
方
の
特
質
と
蓄
積
文
書

　

林
家
文
書
に
小
郡
宰
判
恵
米
方
の
林
弥
助
が
作
成
し
た
小
郡
宰
判
「
修
補
方

諸
御
帳
目
録）

（（
（

」
が
伝
存
す
る
。
年
次
の
記
載
は
な
い
が
、
弥
助
の
恵
米
方
就
任

期
間）

（（
（

や
書
込
年
次
（
天
保
一
二
年
五
月
）、
付
箋
の
年
次
（
弘
化
五
三
月
）
か

ら
父
九
代
文
左
衛
門
の
大
庄
屋
時
代
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
修
補

方
を
担
当
す
る
恵
米
方
扱
い
の
史
料
は
四
七
件
（
四
五
冊
と
袋
入
二
点
）
で
、

冒
頭
に
①
「
御
仕
組
米
其
外
預
り
米
諸
請
払
帳
」
②
「
修
補
方
預
銀
銭
請
払
帳
」

③
「
勘
場
地
下
囲
米
根
帳
」
及
び
上
中
郷
以
下
、
一
一
か
村
の
小
郡
各
村
「
地

下
囲
米
根
帳
」が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
種
の
史
料
は
そ
の
後
も
累
積
、

伝
存
さ
れ
て
お
り
、
明
治
期
ま
で
の
全
容
を
表
４
に
示
し
た
。
表
示
の
よ
う
に

す
べ
て
恵
米
方
の
職
掌
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

表
４
の
①
―
ロ
「
御
仕
組
米
其
外
預
米
請
払
帳
」
は
右
の
修
補
方
目
録
①
に

相
当
し
、
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
分
か
ら
そ
れ
以
前
の
①
―
イ
「
勘
場
預

［山口県庁
吏員］

明治5.4～明治6

090-55 ※ 明治5年8月8日 林勇蔵 明治5.8.8

090-56 手控 明治5年正月 林政恒 明治5.1

090-52 手控 明治6年 林政恒 明治6.7.22

090-53 手控 明治6年8月25日 林勇蔵 明治6.8.25

共同会社・
副頭取

明治7.11.26～
　　　明治10.5.17

090-50 日記 明治7年11月26日 林政恒 明治7.11.26

090-48 日記 明治9年1月 林政恒 明治9.1.1

注）１．林家文書目録データベースの書誌情報により作成．
　　２． 史料番号欄の○印は小郡町史編集委員会編『林勇蔵日記　小郡町史史料』（2003，小郡町）に翻

刻掲載のもの．
　　３．林勇蔵の庄屋役に関する「日記」「手控」は次のものがある．
　　　　・上中郷庄屋役代勤：「天保七年分日記」（天保7.1.1～天保7.9.17）　090-02．
　　　　・ 上中郷庄屋役代勤：「手控」（内題：天保十一庚子六月五日大洪水一件手控，天保11.6.1～天保

11.8.14）　090-01
　　　　・上中郷庄屋：「日記」（嘉永5.1.1～嘉永5.3.25）　090-05
　　４．表紙に副標題の書入れがあるもの，内題のあるものは次のとおり．
　　　　・090-09，06，17：「不許他見」
　　　　・090-60：「諸郡勧農方一件」
　　　　・090-50：「協同米扱所出張中」
　　　　・090-04の内題：「安政六未九月ヨリ修補方日記」
　　５．※印の090-55の標題は次のとおり．
　　　　　「南吉敷郡諸御囲穀封放一件手控」
　　６． 「起筆年月日」は内容年次の開始年月日を示す．終了年月日は割愛したが，林家文書目録データベー

スの書誌情報にすべて記載がある．
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表４　林家文書伝存の恵米方文書群

①御仕組米其外預米請（受）払帳
標　題 標題年月 作成年月 作成者 冊数

①
─
イ

勘場預リ米請払帳
勘場預米請払帳
小郡勘場預リ米請払帳

享和元～3 9月 享和2～文化元 8月 恵米方 3
文化元～3，5～9 9月 文化2～10 8月 恵米方 8

11

①
─
ロ

御仕組米其外預米請払帳
御仕組米其外預リ米請払帳
御仕組米其外預米受払帳

文化10～14 9月 文化11～文政元 8月 恵米方 5
文政元～13 9月 文政2～天保2 8月 恵米方 13
天保2，9～10，12～13 天保3，10～11，13～14 8月 恵米方 5
弘化3～4 弘化4～嘉永元 8月 恵米方 2
嘉永2 嘉永3 8月 恵米方 1

26

③地下囲米根帳
標　題 村　名 標題年月 作成年月 冊数

地下囲米村別累年入倉附込 　　　　［勘場諸村］ 寛政5 寛政5.11 ～ 明治4.8 1
勘場地下囲米根帳 　　　　［勘場諸村］ 寛政5.11 寛政6.12 ～ 明治4.8 1

小郡□地下囲米根帳
　　（□：村名）

*上中郷　*下郷　　*嘉川　・江崎
*井関　　*岐波村　*名田島
*本郷　　*陶村　　*台道村

寛政5.11
寛政6.11
寛政6.11
寛政6.11

～
～
～

明治5.8
明治6.9
明治8.9

10

*二島 寛政9.11 寛政9.12 ～ 明治6.8 1
南吉敷□地下囲米根帳　
　　（□：村名）

*鋳銭司村 明治4 明治4.6 ～ 明治6.8 1
・西岐波　　・西本郷 明治4 明治5.8 ～ 明治6.9 2

②小郡諸修補受（請）払御算用一紙
標題年次 作成年月 作成者 冊数 表紙（本書）書入年月日
（年度） (奥書） 役職 名　前 本書 控 「究」 「引合済」
嘉永4 嘉永5.8 恵米方 森重貞右衛門 1 嘉永5.10.5
嘉永5 嘉永6.8 恵米方 森重貞右衛門 1 安政元.3.1
嘉永6 嘉永7.8 恵米方 森重清右衛門 1 安政2.2.5
安政2 安政3.8 恵米方 中村伝七 1 安政3.9.28
安政3 安政4.8 恵米方 林勇蔵 1 1 安政4.9.29
安政4 安政5.8 恵米方 林勇蔵 1 1 安政6.4.23
安政5 安政6.8 恵米方 林勇蔵 1 1 安政7.2.1
安政6 万延元.8 恵米方 林勇蔵 2 2 文久元.3.24
万延元 文久元.8 恵米方 林勇蔵 1 1 文久2.2.14
文久元 文久2.閏8 恵米方 高井三郎助 1 文久3.2.20
文久2 文久3.8 恵米方 山内休兵衛 1 元治元.6.25
文久3 元治元.8 恵米方 林勇蔵 1 1 明治5.3.7
慶応3 慶応4.8 恵米方 林勇蔵 2 1 明治9.9.8
慶応4 明治2.8 恵米方 林勇蔵 2 1 明治9.9.8
明治2 明治3.8 恵米方 林勇蔵 2 1 明治9.9.8
明治3 明治4.9 恵米方 林勇蔵 1 明治9.9.26

20 10

注）１．本表は林家文書目録データベースによって作成した．史料番号は省略した．
　　２．②の標題は明治3年より「南吉敷諸修補請払御算用一紙」．
　　３．③の＊印：最終検証（清算引合せ）明治4年8月恵米方・林勇蔵．大庄屋・本間治郎兵衛．
　　　　　　・印：最終検証（清算引合せ）明治5年8月修甫仕組掛り，
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米
請
払
帳
」
の
名
称
と
書
式
を
一
部
変
更
し
て
嘉
永
二
年
分
ま
で
継
続
さ
れ
て

い
る
。
①
―
ロ
を
収
納
す
る
木
箱
四
七
番
は
箱
全
体
に
墨
書
が
あ
り
、蓋
に「
勘

場
役
中
御
用
物
」、
箱
の
長
辺
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
「
天
明
六
年
ヨ
リ　

林
文
左

衛
門
勘
場　

大
庄
屋
役
中
其
外　

御
用
物
入
箱
」「
天
明
六
年
ヨ
リ　

勘
場
役

中　

御
用
物
箱
」、
短
辺
側
に
「
見
合
物
」
の
墨
書
が
あ
る
。
天
明
六
年
は
七

代
文
左
衛
門
が
同
四
年
に
中
関
宰
判
廃
止
に
よ
り
復
活
し
た
小
郡
宰
判
の
恵
米

方
に
就
任
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
（
表
１
参
照
）。
①
―
イ
は
享
和
元
～
文
化

九
年
分
で
木
箱
四
八
番
に
収
納
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
は
四
七
番
に
収
納

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
恵
米
方
作
成
の
修
補
関
係
の
史
料
が

意
図
し
て
保
管
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

勇
蔵
の
祖
父
以
降
の
勘
場
文
書
が
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
器
に

使
わ
れ
た
木
箱
の
墨
書
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。
木
箱
二
七
番
（
箱
長
辺
側
）
に
は

七
代
大
庄
屋
再
任
時
の
「
文
化
元
年　

勘
場
所
勤　

御
用
物
箱　

子
九
月　

林

文
左
衛
門
」
が
、
木
箱
五
〇
番
（
同
右
）
に
は
九
代
大
庄
屋
昇
任
時
の
「
勘
場

所
勤　

御
用
物
箱　

天
保
一
二
年　

丑
九
月　

林
文
左
衛
門
」の
墨
書
が
残
る
。

勇
蔵
に
つ
い
て
も
木
箱
三
〇
番
の
蓋
裏
に
大
庄
屋
昇
任
時
の
「
安
政
弐
年　

当

用
物
入
櫃　

卯
九
月　

林
勇
蔵　

大
庄
屋
元
買
得
」、
箱
底
に
「
安
政
弐
年　

当
用
物
入　

卯
九
月　

大
庄
屋　

林
勇
蔵
政
恒
」
の
墨
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
箱
の
長
辺
側
に
は
後
の
貼
紙
が
あ
り
、
勇
蔵
の
自
筆
で
「
安
政
三
辰
年
分

よ
り
万
延
元
申
年
分
迄　

内
修
補
利
延
水
帳　

窮
民
修
補
、
修
補
方
暮
々
小
帳

類　

諸
村
仕
組
袋
物
も
入
有
之
」
の
書
入
れ
が
あ
る
。
安
政
三
年
以
降
の
勇
蔵

恵
米
方
就
任
時
の
修
補
関
係
史
料
の
一
部
が
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
木
箱
の
墨
書
と
中
身
と
の
関
係
は
残
念
な
が
ら
復
元
で
き

な
い
。
勘
場
役
人
の
手
元
（
私
宅
）
に
お
け
る
勘
場
文
書
の
保
管
管
理
に
つ
い

て
は
、
矢
野
論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
勘
場
の
建
物
施
設
と
の
関
連
を
含

め
、
本
稿
で
は
課
題
と
し
て
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　

な
お
、
表
４
で
は
①
―
ロ
が
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
で
止
ま
り
、
嘉
永
四

年
分
（
翌
嘉
永
五
年
作
成
）
か
ら
②
「
小
郡
諸
修
補
受
（
請
）
払
御
算
用
一
紙
」

へ
と
移
行
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
『
山
口
県
史
』
史
料
編
に
は
前
者
の
う
ち
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）「
御
仕
組

米
其
外
預
米
請
払
帳
」、
後
者
の
う
ち
嘉
永
四
年
「
小
郡
諸
修
補
受
払
御
算
用

一
紙
」（「
受
」
の
用
字
は
こ
の
年
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
は
す
べ
て
「
請
」）
が

翻
刻
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
内
容
は
異
な
る
と
説
明）

（（
（

さ
れ
て
い
る
。
た

だ
、
後
者
の
「
小
郡
諸
修
補
受
払
御
算
用
一
紙
」
は
嘉
永
五
年
以
降
、
冒
頭
の

「
定
払
修
補
」
の
内
訳
が
省
略
さ
れ
、「
右
定
払
修
補
定
請
之
分
別
紙
引
付
御
根

帳
之
品
」
と
の
み
記
さ
れ）

（（
（

、
根
帳
に
よ
っ
て
「
定
払
修
補
」
の
内
容
が
固
定
化

さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
伺
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
分
野
の
再
編
が
行
わ
れ
た
こ
と
も

推
測
し
う
る
。

　

表
示
の
よ
う
に
、
勇
蔵
は
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
以
降
、
大
庄
屋
就
任
時

期
を
除
き
恵
米
方
と
し
て
こ
の
「
小
郡
諸
修
補
請
払
御
算
用
一
紙
」
の
作
成
に

か
か
わ
り
、
表
紙
に
は
清
算
引
合
せ
（「
究き
わ
め」）
の
結
果
に
つ
い
て
日
時
を
含
め

朱
字
書
入
れ
が
あ
る
。
大
庄
屋
就
任
時
の
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
～
二
年
は
帳

面
が
欠
け
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
は
非
番
大
庄
屋
の
と
き
の
帳
面
（
文
久
二
年

閏
八
月
作
成
の
文
久
二
年
分
、
同
三
年
八
月
作
成
の
文
久
三
年
分
）
を
含
め
、
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最
終
の
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
ま
で
藩
政
時
代
の
も
の
が
揃
い
、
最
終
年
の

清
算
は
実
に
明
治
九
年
の
秋
で
あ
る
。

　

③
の
「
地
下
囲
米
根
帳
」
は
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
以
降
、
明
治
六
年
九

月
ま
で
合
綴
さ
れ
た
大
部
の
横
長
帳
で
、
勘
場
、
村
方
と
も
例
年
恵
米
方
と
大

庄
屋
が
清
算
引
合
せ
を
行
い
押
印
し
て
い
る
。

　

勘
場
役
人
は『
山
口
県
近
世
史
研
究
要
覧
』に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、大
庄
屋
、

恵
米
方
、
算
用
師
を
も
っ
て
三
役
と
し
、
恵
米
方
は
大
庄
屋
の
補
佐
役）

（（
（

と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
前
掲
矢
野
論
文
も
、
熊
毛
宰
判
の
大
庄
屋
を
勤
め
た
時
政
藤
五

郎
が
明
治
三
一
年
に
ま
と
め
た
「
代
官
所
諸
役
職
務
解
説
」
を
引
用
し
て
「
大

庄
屋
ノ
相
談
役
ニ
シ
テ
、
総
テ
職
務
ニ
参
与
シ
事
務
を
補
佐
ス
」
と
記
述
さ
れ

た
と
こ
ろ
か
ら
、「
大
庄
屋
職
務
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
、
そ
の
事
務
的
職
務

の
補
佐
に
あ
た
っ
た）

（（
（

」
と
判
断
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
恵
米
方
は
萩
藩
の
地
方
役
人
の
職
制
に
み
ら
れ
る
特
有
の
職
種
で

も
あ
り
、
職
務
の
う
え
か
ら
も
単
な
る
補
佐
役
と
は
考
え
に
く
い
。

　

恵
米
方
の
職
務
の
特
性
に
つ
い
て
『
山
口
県
近
世
史
研
究
要
覧
』
は
、
藩
初

か
ら
の
大
庄
屋
役
に
対
し
設
置
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
勘
場
制
度
が
整
備
確

立
さ
れ
る
に
伴
い
、
大
庄
屋
の
職
掌
の
再
編
に
よ
り
修
補
方
の
業
務
（
諸
修
補

米
銀
貸
付
）
を
主
管
と
す
る
恵
米
方
が
お
か
れ
た）

（（
（

と
述
べ
て
い
る
。

　
『
も
り
の
し
げ
り
』
は
、
勘
場
役
人
に
「
修
補
方
」
が
あ
り
「
多
ク
ハ
恵
米

方
之
ヲ
兼
」
ね
、
恵
米
方
は
「
大
庄
屋
と
相
比
肩
ス
ル
地
位
ニ
ア
リ
専
ラ
諸
囲

穀
、
救
恤
ノ
事
ニ
任
シ
修
補
米
金
出
納
勘
定
ヲ
司
ル
モ
其
現
米
金
ハ
大
庄
屋
ノ

出
納
ス
ル
所
ナ
リ
」、
ま
た
大
庄
屋
は
「
代
官
ノ
配
下
、
各
村
ノ
庄
屋
ヲ
統
督

シ
全
宰
判
米
金
出
納
ノ
実
権
ヲ
司
リ
、
一
宰
判
ノ
行
政
・
法
政
・
治
安
・
救
恤

其
他
百
般
ノ
事
ニ
関
係
セ
サ
ル
ナ
シ
、
依
テ
其
実
権
ハ
代
官
ト
雖
モ
及
ハ
サ
ル

ノ
観
ア
リ）

（（
（

」
と
説
明
し
て
い
る
。

　

萩
藩
に
お
け
る
宰
判
単
位
の
修
補
制
度
の
重
要
性
と
意
義
に
つ
い
て
は
又
野

誠
氏
に
代
表
さ
れ
る
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
又
野
氏
の
説
明
に
よ
る
と
、
代
官

所
（
勘
場
）
の
大
庄
屋
元
で
統
括
さ
れ
る
貸
付
米
銀
で
、
種
々
の
手
段
で
集
め

ら
れ
た
元
米
銀（
元
本
）を
農
民
を
中
心
に
貸
付
け
、得
ら
れ
た
利
米
銀（
利
子
）

を
宰
判
内
の
行
政
諸
経
費
、
民
生
費
に
還
元
す
る
も
の
で
、
代
官
所
の
諸
経
費

を
中
心
に
使
用
さ
れ
る
「
定
払
修
補
」
と
各
種
の
民
生
費
と
し
て
個
別
の
村
落
、

農
民
へ
還
元
さ
れ
る
諸
修
補
か
ら
成
り
、
管
轄
主
体
は
郡
奉
行
と
代
官
所
で
あ

っ
た）

（（
（

。
実
態
は
宰
判
単
位
で
運
用
さ
れ
る
い
わ
ば
各
種
補
助
金
助
成
、
及
び
共

済
制
度
が
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
「
仕
組
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
事
業

内
容
と
算
用
は
き
わ
め
て
複
雑
多
岐
で
、
勘
場
役
人
の
子
弟
が
一
〇
代
の
頃
か

ら
養
成
さ
れ
こ
と
も
頷
け
る
。

　

勇
蔵
は
明
治
四
年
七
月
の
廃
藩
置
県
後
辞
職
願
い
を
提
出
し
た
。
一
一
月
に

成
立
し
た
山
口
県
の
対
応
は
、
正
規
の
大
庄
屋
役
は
免
除
す
る
が
「
大
庄
屋
首

席
」
に
お
く
の
で
、
気
分
の
よ
い
時
に
部
署
（
旧
勘
場
、
表
７
参
照
）
へ
出
て

後
進
に
腹
蔵
の
な
い
説
諭
を
す
る
よ
う
慰
留
措
置
を
講
じ
、
一
一
月
一
三
日
、

「
先
大
庄
屋
」
の
身
分
で
勇
蔵
に
「
当
分
仕
組
懸
り
」
を
命
じ
て
い
る）

（（
（

。

　

明
治
五
年
八
月
山
口
県
の
地
方
役
人
の
名
称
が
改
称
さ
れ
、
恵
米
方
は
「
修

甫
仕
組
掛
」、
大
庄
屋
は
「
部
内
仕
組
掛
」（
表
７
参
照
）
と
な
っ
た
。
明
治
初

年
の
役
職
改
称
は
藩
政
時
代
の
幕
末
期
の
職
掌
を
端
的
に
反
映
し
て
い
る
側
面

八
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が
あ
る
。
職
掌
不
詳
と
さ
れ
る
勘
場
守
が
飯
焚
夫
、ま
た
飛
脚
番
が
状
持
夫（
表

７
参
照
）
と
い
う
の
も
そ
う
で
あ
る
。

　
「
修
甫
仕
組
掛
」
は
今
日
の
財
政
改
革
を
、「
部
内
仕
組
掛
」
は
さ
ら
に
行
財

政
改
革
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
四
年
一
一
月
の
勇
蔵
辞
令
の
時
点
で
す

で
に
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
藩
政
時
代
の
修
補
制
度
は
、
地
方
行

政
に
お
い
て
「
部
内
仕
組
」
の
根
幹
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

恵
米
方
は
い
わ
ば
今
日
の
経
理
・
財
務
の
主
管
で
、
修
補
制
度
に
基
づ
く
各

種
事
業
の
企
画
と
予
算
化
、
庄
屋
層
の
指
導
、
決
算
と
監
査
を
行
い
、
大
庄
屋

役
と
の
交
代
に
よ
る
相
互
裨
益
の
メ
リ
ッ
ト
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
萩
藩
の
大
庄
屋
・
恵
米
方
の
身
分
・
地
位
は
、
勇
蔵
の
例
で
見
る
限

り
、
地
方
役
人
と
し
て
の
職
制
上
の
位
置
づ
け
と
大
規
模
な
宰
判
運
用
の
実
務

上
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
二
重
構
造
化
さ
れ
、「
修
甫
仕
組
」
に
特
化
し
た
恵

米
方
の
職
務
は
最
上
位
の
大
庄
屋
と
の
ス
ラ
イ
ド
交
代
制
を
常
態
と
す
る
特
質

を
備
え
て
い
た
が
、
職
制
上
の
権
限
と
責
任
の
範
囲
に
お
い
て
、
あ
く
ま
で
大

庄
屋
に
次
ぐ
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

４　

小
郡
宰
判
の
勘
場
役
人
と
恵
米
方
の
手
当

　

勇
蔵
が
管
轄
し
た
小
郡
宰
判
は
周
防
国
吉
敷
郡
の
ほ
ぼ
南
半
分
に
あ
た
り
、

北
部
の
山
地
か
ら
椹
野
川
河
口
の
小
郡
湾
と
周
辺
に
位
置
す
る
瀬
戸
内
海
岸
村

落
を
含
む
一
五
か
村
で
編
成
さ
れ
、
石
高
約
五
万
七
〇
〇
〇
石
、
戸
数
約
八
七

〇
〇
戸
（
一
か
村
平
均
約
三
五
〇
〇
石
、
五
四
〇
戸
）
の
か
な
り
大
規
模
な
行

政
区
画
で
あ
っ
た
。
小
郡
宰
判
の
最
大
の
特
徴
は
商
品
経
済
の
発
展
に
あ
り
、

米
の
生
産
は
決
し
て
高
く
な
い
が
、
綿
作
・
綿
織
物
業
や
瓦
焼
等
の
商
品
生
産

が
活
発
で
、
沿
岸
諸
村
で
は
製
塩
、
干
潟
漁
業
も
行
わ
れ
た
。
交
通
・
運
輸
も

有
利
な
立
地
条
件
に
あ
り
、
宰
判
内
に
山
陽
道
が
東
西
に
走
り
、
津
市
（
小
郡

宿
）を
中
心
に
五
か
宿
が
あ
っ
た
。
沿
岸
部
の
港
は
瀬
戸
内
海
海
運
に
直
結
し
、

諸
物
資
の
移
出
入
が
活
発
に
行
わ
れ
た）

（（
（

。

　

本
稿
は
小
郡
宰
判
を
対
象
に
勘
場
と
勘
場
役
人
の
実
態
を
考
察
し
た
矢
野
論

文
に
多
く
を
学
ん
だ
が
、
矢
野
氏
が
恵
米
方
を
「
あ
く
ま
で
大
庄
屋
の
補
佐
的

な
役
割
」
と
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
給
米
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い）

（（
（

こ
と

を
あ
げ
て
い
る
点
を
修
正
し
、
併
せ
て
林
家
文
書
の
中
か
ら
小
郡
勘
場
の
構
成

役
人
と
諸
手
当
に
関
す
る
史
料
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　

萩
藩
の
法
令
集
『
萩
藩
四
冊
御
書
付
』
に
よ
る
と
、
大
庄
屋
一
年
の
「
恩
米

六
石
、
小
遣
給
分
三
石
、
以
上
九
石
」、
算
用
師
一
年
の
「
恩
米
五
石
」
で
あ
る
。

ま
た
、「
修
甫
・
御
恵
米
方
・
勘
場
守
・
飛
脚
番
」
等
の
「
恩
給
米
」（
石
高
は

示
さ
れ
て
い
な
い
）
は
「
郡
配
当
修
甫
」
か
ら
支
給
さ
れ
る
が
、
そ
の
外
の
手

当
と
も
「
勘
場
現
配
当
等
之
内
」
か
ら
の
支
給
分
は
、
近
年
の
改
正
に
よ
り
、

「
歩
引
」
の
う
え
渡
さ
れ
る
こ
と
が
沙
汰）

（（
（

さ
れ
て
い
る
。

　

萩
藩
幕
末
の
地
方
役
人
を
務
め
た
『
佐
藤
寛
作
手
控）

（（
（

』
に
よ
る
と
、「
勘
場

役
人
恩
米
并
御
心
付
米
」
は
「
定
払
修
甫
米
」
か
ら
、
勘
場
役
人
へ
の
「
御
心

附
定
払
并
臨
時
払
」
そ
の
外
各
種
の
心
付
銀
は
「
勘
場
悩
内
修
補
米
銀
」（
悩

み
は
工
面
、
扱
い
の
意
味
）、
い
わ
ゆ
る
内
修
補
か
ら
支
払
わ
れ
た
と
あ
る
。

内
修
補
は
寛
政
御
囲
新
入
替
米
（
地
下
囲
米
）
そ
の
ほ
か
諸
囲
穀
の
貸
付
利
子

や
口
銭
、
諸
職
人
の
運
上
銀
・
水
役
銭
等
で
運
用
さ
れ
た
。 八

六



　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
『
小
郡
町
史
』
増
訂
版
、
藤
井
著
書
等
に
も
記
述
が
あ
る

が
異
同
が
あ
る
の
で
、
参
考
に
し
な
が
ら
原
史
料
で
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。

小
郡
宰
判
の
恵
米
方
の
「
恩
米
」
は
前
掲
「
小
郡
諸
修
補
受
払
御
算
用
一
紙
」

に
記
帳
さ
れ
た
「
定
払
修
補
」
か
ら
支
払
わ
れ
て
お
り
、
定
法
は
四
石
五
斗
、

実
際
の
支
給
は
一
歩
引
（
一
〇
％
引
き
）
で
四
石
五
升
、こ
れ
に
「
筆
墨
紙
料
」

四
斗
（
本
銀
二
〇
匁
を
石
高
に
換
算
）
が
支
給）

（（
（

さ
れ
て
い
る
。

　

内
修
補
か
ら
支
給
さ
れ
た
心
付
銀
は
、
恵
米
方
勇
蔵
作
成
の
小
郡
宰
判
「
内

修
補
米
銀
請
払
帳）

（（
（

」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
久
三
年
九
月
～
元
治

元
年
八
月
一
年
間
の
も
の
で
、
心
付
銀
は
種
々
の
名
目
で
準
備
・
支
払
い
が
行

わ
れ
て
お
り
、
宰
判
固
有
の
財
源
の
豊
か
さ
が
伺
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
そ
の
う
ち
基
本
手
当
と
考
え
ら
れ
る
二
種
類
の
心
付
銀
を
抽
出
し

て
表
５
に
示
し
た
。
表
示
の
よ
う
に
、
心
付
銀
の
内
容
と
と
も
に
、
そ
の
規
定

（
定
法
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
小
郡
勘
場
の
構
成
役
人
に
つ
い
て
ほ
ぼ
全
容
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
日
常
の
勤
務
場
所
が
勘
場
と
異
な

る
津
市
・
丸
尾
崎
の
番
所
役
人
や
茶
屋
番
も
含
ま
れ
る
。
見
習
の
な
か
に
は
勇

蔵
の
伜
、
秀
之
進
も
見
え
る
。
見
習
い
仲
間
は
姓
か
ら
み
て
当
時
の
庄
屋
や
勘

場
諸
役
等
の
地
方
役
人
の
子
弟
で
あ
ろ
う
。

　

心
付
銀
の
費
目
は
「
定
法
御
心
付
銀
ニ
し
て
（
中
略
）
被
立
下
候
分
」（
省

略
し
た
括
弧
内
は
支
払
時
期
）
と
「
御
用
繁
江
対
シ
臨
時
ニ
し
て
以
来
定
法
被

立
下
候
分
」
で
、
表
５
で
は
こ
れ
を
①
「
定
法
心
付
銀
」
と
②
「
御
用
繁
多
臨

時
定
法
心
付
銀
」
と
し
て
表
示
し
た
。
ま
た
、
心
付
銀
の
計
算
基
礎
と
な
っ
て

い
る
「
根
銀
」
額
を
別
の
費
目
を
参
照
し
て
表
に
示
し
た
。

　

個
々
の
構
成
役
人
は
史
料
の
「
払
之
座
」
に
記
帳
さ
れ
た
順
に
役
職
と
名
前

を
表
示
し
た
が
、
一
種
の
席
次
で
勘
場
内
で
の
序
列
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
根
銀
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
職
の
格
付
け
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

職
務
の
繁
多
も
加
味
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

代
官
・
算
用
役
は
勘
場
支
配
役
の
ト
ッ
プ
で
重
役
、
番
所
役
人
以
下
、
普
請

方
、
手
子）

（（
（

ま
で
が
代
官
配
下
の
藩
役
人
で
、
手
子
は
下
役
で
あ
る
。
地
方
役
人

は
大
庄
屋
以
下
で
、
大
庄
屋
・
恵
米
方
・
算
用
師
が
勘
場
三
役
と
い
わ
れ
る
の

は
「
根
銀
」
か
ら
み
て
も
頷
け
よ
う
。
勘
場
守
、
加
勢
役
（
算
用
師
、
大
庄
屋
、

勘
場
）、
飛
脚
番
は
勘
場
三
役
の
下
役
で
あ
っ
た
。

　

定
法
心
付
銀
は
全
員
に
支
給
さ
れ
、
ト
ッ
プ
の
支
配
役
と
勘
場
守
以
下
を
除

い
て
根
銀
の
歩
引
き
（
藩
役
人
は
算
用
役
以
下
普
請
方
ま
で
一
〇
％
、
配
下
の

手
子
以
下
及
び
地
方
役
人
の
算
用
師
ま
で
五
％
引
き
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
大

庄
屋
の
根
銀
は
八
〇
七
匁
五
分
、
恵
米
方
は
大
庄
屋
の
八
五
％
、
六
八
六
匁
で
、

歩
引
き
後
の
年
額
は
大
庄
屋
七
六
七
匁
一
分
二
厘
五
毛
、
恵
米
方
六
五
一
匁
七

分
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
月
割
り
に
し
て
六
か
月
分
を
盆
・
暮
れ
の
二
回
支
給
さ

れ
て
い
た
。
大
庄
屋
以
下
の
勘
場
諸
役
の
勤
務
形
態
は
地
位
・
役
職
に
か
か
わ

ら
ず
す
べ
て
日
勤
で
、
受
取
り
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

定
法
臨
時
心
付
は
用
務
繁
多
の
要
職
の
基
本
手
当
と
考
え
ら
れ
、
支
給
対
象

は
藩
役
人
の
う
ち
支
配
役
（
代
官
、
算
用
方
）
と
手
子
（
打
廻
り
、
控
物
）、

地
方
役
人
の
う
ち
大
庄
屋
と
恵
米
方
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
地
方
役
人
の
年
額

は
根
銀
の
三
歩
掛
け
（
三
〇
％
）
で
あ
っ
た
。

　

結
局
、
大
庄
屋
・
恵
米
方
に
恩
米
の
外
に
支
給
さ
れ
た
基
本
手
当
と
し
て
の

八
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表５　小郡勘場諸役人の基本手当（文久3.9～元治元.8）

①定法心付銀 （銀単位：匁）
役職名 名前 根銀 心付銀 歩引 年額 支払額 月割 勤月 備考

先代官 楢崎八十槌 3,000 2,400 1,200 200 1～6 6 盆前4歩　暮分6歩
12か月割　6.17交代

算用役 御籏善右衛門 1,950 1,950 1 1,755 702 盆前4歩　暮分6歩

役職名 名前 根銀 心付銀 支払額 月割 勤月 備考

津市御番所
内藤瀬兵衛 700. 630.

378. 暮分6歩　盆前4歩
262.5 52.5 1～5 5 12か月割　5.29交代

斎藤孫七 700. 630. 42. 42. 6 1 盆前4歩を6か月割

丸尾崎御番所
金山藤右衛門 700. 630.

378. 暮分6歩　盆前4歩
262.5 52.5 1～5 5 12か月割　6.2交代

河野庄作 700. 630. 42. 42. 6 1 盆前4歩を6か月割

普請方 大和忠助 1100. 990.
330. 82.5 9～12 4 暮分6歩を12か月割
396. 盆前4歩方

打廻り
半兵衛 850. 807.5

269.164 67.291 9～12 4 12か月割
67.291 67.291 1 1 同上．2.1交代

尚七 850. 807.5 269.166 53.833 2～6 5 盆前4歩を6か月割

控物手子
安平 850. 807.5

484.5 6歩方
67.291 67.291 1 1 12か月割．2.1交代

孫七 807.5 336.455 67.291 2～7.3 5 12か月割

所務方手子
千右衛門・茂三郎 530. 503.5 604.2 暮分6歩　2人分

1人251.748匁多吉・孫三 530. 503.5 503.496 41.958 7.18～12 6
同上4人 1人530. 1人503.5. 805.6 4歩方　1人201.4匁

先所務方手子
尚七 530. 503.5 92.36 41.958 1～7 7 盆前4歩方下渡分引残

1人293.76匁－201.4匁祐作 530. 503.5 92.36 41.958 1～7 7

津市御番所手子 徳右衛門・善内 44.
20.64

行頼之心付銀 1人22匁
1人12.9匁を2歩引

大庄屋
高井三郎助

807. 767.125
383.562 63.927 7～12 6

山内休兵衛 383.562 63.926 1～6 6

恵米方
山内休兵衛

686. 651.7
325.85

54.308
7～12 6

林勇蔵 325.848 1～6 6

茶屋番
西村壮太郎

265. 265.
132.5

22.083
7～12 6

高井三郎助 132.498 1～6 6

算用師
中村逸蔵

583. 553.85
276.925

46.154
7～12 6

中村逸蔵 276.924 1～6 6

勘場守
上田新太郎

294. 294.
147.

24.5
7～12 6

上田新太郎 147. 1～6 6

戸籍懸り
長井與左衛門

31. 31.
15.5

2.583
7～12 6

西村壮太郎 15.498 1～6 6

算用師加勢
森重安次郎

241. 241.
120.5

20.083
7～12 6

上野謙蔵 120.498 1～6 6

大庄屋加勢
原田伊之助

400. 400.
200.

33.333
7～12 6

原田伊之助 199.998 1～6 6

勘場加勢
末広貞之進

146. 146.
73.

12.166
7～12 6

伊藤吉郎兵衛 36.498 4～6 3

見習4人

林秀之進 59. 59.

147.5

4.916 7～12 6

1人29.5匁
上野謙蔵 59. 59. 4.916 7～12 6
上田徳治郎 59. 59. 4.916 7～12 6
山内文吉 59. 59. 4.916 7～12 6

先見習 部坂隣之介 59. 59. 4.916 7～12 6

八
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心
付
銀
は
、
内
修
補
か
ら
根
銀
の
一
二
五
％
（
九
五
％
＋
三
〇
％
）
が
支
払
わ

れ
て
お
り
、
合
計
で
大
庄
屋
は
一
〇
〇
九
匁
三
分
七
厘
五
毛
、
恵
米
方
は
八
五

七
匁
五
分）

（（
（

で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
矢
野
氏
は
前
掲
「
代
官
所
諸
役
職
務
解
説
」
に
よ
り
「
大
庄
屋
・
御

恵
米
方
・
算
用
師
」
を
勘
場
役
人
と
し
て
い
る）

（（
（

が
、
大
庄
屋
以
下
の
地
方
役
人

の
総
称
と
す
る
説
明
も
あ
る）

（（
（

。
勘
場
は
い
わ
ば
藩
政
時
代
の
役
場
で
あ
り
、
萩

藩
に
特
有
の
制
度
で
あ
る
。
表
５
か
ら
も
勘
場
に
出
勤
し
て
日
常
的
に
勤
務
す

る
地
方
役
人
を
勘
場
の
常
勤
職
員
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

三　

一
一
代
林
秀
一
の
履
歴
と
累
積
史
料
群

　

一
一
代
秀
一
（
勇
蔵
三
男
）
は
父
勇
蔵
と
異
な
り
、
履
歴
の
手
が
か
り
は
、

秀
一
が
役
職
に
か
か
わ
っ
て
作
成
・
授
受
し
た
種
々
の
史
料
と
、
自
ら
の
「
諸

控
」
一
七
冊
に
綴
じ
込
ん
だ
書
類
の
ほ
か
に
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら

に
よ
っ
て
表
６
に
秀
一
の
履
歴
を
示
し
た
。

　

秀
一
の
勤
め
は
前
述
の
よ
う
に
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
閏
八
月
に
勘
場
足

役
代
勤
を
許
可
さ
れ
て
勘
場
勤
め
が
始
ま
り
、
文
久
三
～
元
治
元
年
（
一
八
六

四
）
は
勘
場
見
習
で
あ
っ
た
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
勇
蔵
が
大
庄
屋
に
就

任
後
、
上
中
郷
村
内
の
揚
井
氏
の
給
庄
屋
の
後
任
と
な
り
、
慶
応
二
年
（
一
八

六
六
）
か
ら
庄
屋
役
を
勤
め
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
本
稿
の
註
（
22
）
～
（
24
）

に
掲
げ
た
勇
蔵
の
「
御
仕
成
」
沙
汰
書
（「
覚
」）
の
記
述
と
も
符
号
す
る
。

　

そ
の
後
の
履
歴
は
表
示
の
よ
う
に
、
維
新
の
時
点
で
は
庄
屋
役
の
日
も
浅
く

注）１． 本表は林家文書文久3年9月「内修補米銀請払帳」（元治元年8月恵米方・林勇蔵作成）の「払之座」
（林家文書、史料番号535-03）の次の費目による．

　　　　　①：「定法御心付銀ニして被立下候分」
　　　　　②：「御用繁江対シ臨時ニして以来定法被立下候分」
　　２．「根銀」は主に次の費目による．
　　　　　 「当三月以来諸郡御仕法替異船渡来其外御用繁ニ付，当年限根銀一歩方之当りを以て臨時被就

御気候事」

②御用繁多臨時定法心付銀 （銀単位：匁）
役職名 名　前 根銀 歩掛 年額 支払額 月割 勤月 備　考

先代官 楢崎八十槌 3000. 2 600. 300. 50. 1～6 6 盆暮半方宛
6.17交代 12か月割

算用役 御籏善右衛門 1950. 2.5 488. 244. 盆暮半方

打廻り手子 半兵衛 850. 3 255. 85. 21.25 9～12 4 12か月割
控物手子 安平 850. 3 255. 127.5 盆暮半方

大庄屋 高井三郎助 807.5 3 242.25 121.25 盆暮半方
山内休兵衛 807.5 3 242.25 121.25 盆暮半方

恵米方 山内休兵衛 686. 3 205.8 102.9 盆暮半方
林勇蔵 686. 3 205.8 102.9 盆暮半方

見習4人
林秀之進 59. 59.

88.488
4.916 1～6 6

1人29.49匁上田徳二［治］郎 59. 59. 4.916 1～6 6
山内文吉 59. 59. 4.916 1～6 6

飛脚番・掃除番 4人 1人87.
計348.

1人87.
計348.

174.
174.

7.25
7.25

7～12
1～6

6
6

１人43.5匁
１人43.5匁
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表６　林家履歴―11代・林秀―

世代 名前 役　職　名
就　任　期　間

備　　　　　　　考
就任 離任

11 秀一

上中郷揚井小右衛門知行
所給庄屋 ［安政2］ ［明治2］ 039-02：明治3.3元給庄屋兼帯.

・明治2年9月山口藩采地返上．
勘場役 ［文久2.閏8］ 注3参照．
上中郷庄屋
　（所掌：上中郷） ※［慶応2］ ［明治5.5］ 211-18：慶応2.2．

424-04：明治5.3．
上中郷副戸長
　（所掌：上中郷）

［明治5.6］
*［明治5.6.15］ 明治6.12 322-01-25外：明治5年6月．

103-05外：明治6.12．
第11大区第７小区副戸長
　（所掌：上中郷村） 明治7.1 明治7.12 813-21：明治7.1．

813-19外：明治7.12．
第11大区第７小区戸長
　（所掌：上中郷村） 明治8．1 明治9.12 090-40：明治8.1．

431-02：明治9.12．

第11大区第8小区戸長
　（所掌：中下郷村） 明治10.1 明治［11.2］

090-45：明治10.1.8．　
064-03：明治11.1第8小区戸長．
・明治11.1～11.2：第7小区戸長・松
崎仙之介（064-05，350-02-02-20）．

第11大区第7小区・第8小
区・戸長
　（所掌：上中郷村）
　（所掌：中下郷村）

［明治11.3］ ［明治11.12］

476-01：明治11.1第11大区第7・8小
区扱所．
019-01：明治11.3～明治11.4．
090-45：明治11.11.5免職願．
350-02-02-13：明治11.11.25免職再
願．

上郷村・戸長 ［明治12.1］ ［明治12.7］

293-01：明治12.3.15．
090-45：明治12.5.31．
・明治12.8～：上郷村戸長・羽仁與
一郎（066-16，26）．

山口県・県会議員 ※［明治12.12～明治14.11］ 090-65-01：明治12.12.29～13.8.24．
090-65-02：明治14.11.30．

上郷村・村会議員 明治12.8 ［明治22.5］

066-16：明治12.8.9当選請書．
090-65-01：明治13.7当選．　
090-65-02：明治14.9.2村会議長．　
090-37：明治21.4.23～明治22.5.24．

山口県・県会議員 明治19.3 明治24.10.27 090-41：明治19.3当選請書．　
090-33：明治24.10.27辞職願．

小郡村・村長 明治22.5 明治25.4.15 090-33：辞職具情書に任期記載あり．

小郡村・村会議員 ［明治22.5］ ※［明治24.3］ 090-37：明治22.5.24．
090-33：明治24.3.26．

吉敷郡・郡会議員 明治29.10.1 ［明治31.8］ 090-（（，33：郡会議員当選．
090-26-01：明治31.8.3辞退願．

小郡村・村会議員 ※［明治31.5～明治34.7］ 090-26-01：明治31.5.26.
090-34：明治32.7.27～34.7.9．

山口県・県会議員 明治30.4.23 明治31.8.3 090-27：当選．
090-26-01：辞退願．

小郡町・町会議員 ［明治34.8］ ［明治36.12］ 090-34：明治34.8.15～35.1.5．
241-04：明治36.12.24．

注）１．本表は林家文書目録データベースの書誌情報及び林秀一作成「諸控」等の林家文書によった．
　　２． 秀一の名前表記は，藩政時代は秀之進，副戸長の時期は秀之進と秀一を併用，戸長時代からは秀一．
　　３．勘場役は表１の注１，2-02所収の父勇蔵の職務趣意書（文久2年閏8月「覚」）による．
　　４．就任期間欄の記号は次のとおり．
　　　　・［　］は依拠史資料により判断したことを示す．
　　　　・＊印は山口県文書館所蔵「小郡宰判本控」による．
　　　　・※印は正確な離任・就任時期は不明であるが，依拠史料により確認された就任期間を示す．
　　５．備考欄の数字は依拠した林家文書の史料番号．
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表７　山口県地方行政制度の変遷（維新期～町制施行）

年次 事　　　　　　　　　項
萩藩（山口本藩）　　　→　　　山口県

明治元年10月28日 政府：藩治職制を定める．

明治元年11月 藩治職制の改革
勘場の改称

・郡奉行所を民政局，郡奉行を民政主事，各宰判の代官を県
令，勘場を裁判署と改称．

明治2年6月25日 政府：6月17日の版籍奉還に基づく知藩事家禄の制を定める．
明治2年9月 藩士の禄制改革 ・采地（給地）を返上，すべて蔵入り直轄地．　給庄屋廃止．

明治2年10月 宰判・勘場の改称
・宰判を「部」，裁判所を「部署」と改称．
・部署数18→19．
・小郡宰判→小郡部．小郡勘場→小郡部署．
・県令を管事に改称，のち郡用方に改称．

明治4年11月15日 山口県成立 ・明治4年7月14日廃藩置県によりおいた４県（山口県，支藩
県＝岩国・豊浦・清末）を統合．　山口に県庁をおく．

部署の再編
・明治4年9月小郡部→南吉敷部．
・全県に三支庁（明治5年1月12日～明治7年1月10日）・15部

署をおく．
・明治5年6月郡用方を廃止，区長をおく（『府県史料』五）．

明治5年5月15日 政府：庄屋，名主，年寄等を廃止．太政官布告．戸長・副戸長をおく．

明治5年8月 庄屋等の改称

・庄屋を副戸長と改称，大庄屋を部内仕組掛，恵米方を修甫
仕組掛と改称（『府県史料』五）．

・勘場守を飯焚夫，飛脚番を状持夫と改称．大庄屋をさらに
戸長と改称（『山口県政史』上）．

・DB：明治5年6月上中郷副戸長，322-01-25外．
明治5年9月 部署の改称 ・部署を「会議所」と改称．
明治5年11月10日 政府：大区小区制導入．大区に区長・副区長，小区に戸長・副戸長をおく．

明治6年12月 大区小区制導入
大区設置

・3支庁15部の廃止，再編成により21大区設置．
・明治7年1月施行．

明治７年1月10日
大区小区制施行

会議所・区長を設置

・21大区，127小区成立．大区ごとに会議所・区長をおく（『府
県史料』一）．

・旧南吉敷部（小郡宰判）：第11大区．　吉敷郡．
・第11大区会議所所在地：
　　下郷村（『府県史料』一）．小郡（『山口県政史』上』．

明治8年1月 副戸長の改称 小区の副戸長（庄屋の改称）を戸長と改称．

明治8年8月27日 小区再編成
・127小区（明治5年1月制定）を廃止，266小区に改定（『府

県史料』一）（『山口県史』）．
・第11大区第7小区吉敷郡ノ内2ｹ村：上郷・中郷，第8小区吉

敷郡ノ内2ｹ村：中郷・下郷（『山口県史』）．

明治9年2月22日 会議所の改称 ・大区会議所を「大区扱所」，小区会議所を「小区扱所」に
改称（『府県史料』五）．

明治9年6月20日 畔頭の名称廃止 ・畔頭の名称を廃止し，副戸長の職務とする（『府県史料』五）．

明治11年1月 大区扱所の統合 ・県下21の大区扱所を10扱所に圧縮．山口扱所：所在地吉敷
郡山口．吉敷郡：第10・11大区合併．

明治11年7月22日 政府：郡区町村編成法制定．太政官布告．
　　　戸長役場制導入．町村に戸長をおき，町村の役場を戸長役場と称す．

明治12年１月6日
大小区制廃止告示
郡区役所の設置
戸長役場の設置

・大区扱所を廃止し，11郡1区とし，郡役所11，区役所1を設
置（『府県史料』一）．

・小区扱所を「戸長役場」と改称（『山口県史』）．
明治12年10月3日 戸長管掌村名告示 上中郷村，中下郷村→上郷村，下郷村
明治22年4月1日 政府：市制・町村制施行．明治21年4月25日公布．明治22年4月1日より漸次施行．
明治22年6月 小郡村発足 ・吉敷郡上郷村，下郷村が合併．
明治34年8月1日 町制施行 ・小郡町発足．小郡村役場→小郡町役場．

注）本表は下記の参考文献によって作成した．
　　　①山口県文書館編『山口県政史』上（1971）
　　　②山口県文書館編『府県史料　山口県』一，五（昭和62，平成2）
　　　③『山口県史』史料編　近代Ⅰ（2000）．
　　　④能美宗一編『小郡町史』増訂（1957）
　　　⑤小郡町史編集委員会編『小郡町史』（1957）
　　　⑥「DB：」は林家文書目録データベースの書誌情報． 数字は林家文書の史料番号．
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勘
場
役
人
を
め
ざ
す
途
上
で
あ
っ
た
が
、
表
７
に
示
し
た
廃
藩
置
県
後
の
明
治

政
府
の
方
針
に
基
づ
く
山
口
県
の
地
方
行
政
制
度
の
改
革
の
中
で
、
地
域
の
行

政
役
人
と
し
て
要
職
の
道
を
歩
ん
だ
。

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
五
月
藩
政
時
代
の
村
役
人
が
廃
止
さ
れ
、
山
口
県

で
は
八
月
庄
屋
を
副
戸
長
と
改
称
し
た
が
、
秀
一
は
六
月
に
は
こ
の
名
称
を
使

用
し
て
い
た
。
こ
の
年
の
「
小
郡
宰
判
本
控
」
に
よ
る
と
宰
判
内
で
は
五
月
か

ら
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
政
府
は
同
年
一
一
月
に
大
区
小
区
制
を
導
入
し
た

が
山
口
県
は
七
年
一
月
か
ら
の
施
行
で
、
秀
一
は
庄
屋
役
か
ら
第
七
小
区
（
上

中
郷
村
）
副
戸
長
に
変
わ
り
、
八
年
一
月
同
戸
長
（
名
称
変
更
に
よ
る
）、
一

〇
年
一
月
か
ら
第
八
小
区
（
中
下
郷
村
）、
一
一
年
三
月
か
ら
は
第
七
・
第
八

小
区
の
戸
長
を
兼
掌
し
た
。

　

秀
一
は
藩
政
時
代
に
は
秀
之
進
を
名
乗
り
、
副
戸
長
時
代
は
秀
之
進
と
秀
一

を
併
用
し
た
が
、
戸
長
時
代
か
ら
は
秀
一
に
改
め
た
よ
う
で
あ
る
。

　

明
治
一
一
年
七
月
太
政
官
布
告
に
よ
り
郡
区
町
村
編
成
法
が
制
定
さ
れ
、
山

口
県
で
は
翌
一
二
年
一
月
大
小
区
制
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
秀
一
は
上

中
郷
村
か
ら
上
郷
村
に
改
称
さ
れ
た
戸
長
役
場
の
初
代
戸
長
に
就
任
、
そ
の
後

二
一
年
四
月
に
公
布
さ
れ
た
市
町
村
制
施
行
に
よ
り
二
二
年
五
月
、
上
郷
村
と

下
郷
村
が
合
併
し
て
発
足
し
た
小
郡
村
の
初
代
村
長
に
就
任
し
た
。
村
会
議
員

は
明
治
一
二
年
八
月
に
当
選
後
二
四
年
ま
で
と
、
三
一
～
三
四
年
の
間
に
史
料

が
残
り
、
そ
の
間
県
会
議
員
、
郡
会
議
員
も
勤
め
、
最
後
は
町
制
施
行
後
の
小

郡
町
会
議
員
も
勤
め
た
。

　

林
家
文
書
の
秀
一
関
係
の
史
料
は
、
以
上
の
よ
う
な
履
歴
に
よ
り
藩
政
時
代

か
ら
明
治
初
年
の
大
小
区
制
、
戸
長
役
場
時
代
へ
と
移
行
す
る
時
期
の
も
の
に

特
色
が
あ
り
、
そ
の
後
は
椹
野
川
改
修
関
係
史
料
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。

そ
れ
ら
の
な
か
に「
上
中
郷
水
損
田
肥
代
米
一
件　

林
什
物
」（
木
箱
四
二
番
蓋
）

と
し
て
、
七
代
文
左
衛
門
の
寛
政
期
か
ら
秀
一
に
い
た
る
林
家
代
々
の
事
績
に

よ
り
、
明
治
三
年
か
ら
の
「
永
休
石
」（
免
租
）を
獲
得
し
た
と
い
う
顛
末
を
勇

蔵
自
ら
蓋
裏
に
書
き
残
し
た
一
連
の
史
料
群
が
あ
る（
註（
59
）又
野
論
文
参
照
）。

　

秀
一
に
か
か
わ
る
重
要
な
累
積
史
料
群
と
し
て
は
、
上
中
郷
の
土
地
台
帳
に

あ
た
る
土
地
絵
図
集
成
と
も
い
う
べ
き
彩
色
の
絵
図
群
が
伝
存
す
る
。
ま
ず
、

林
家
文
書
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
立
つ
木
箱
一
一
番
の
蓋
に
「
明
治
六
年　

地

券
絵
図
箱　

林
秀
一
」、
箱
の
長
辺
側
に
「
明
治
六
年　

地
券
絵
図
箱
」
の
墨

書
が
残
る
。
貼
紙
は
破
損
し
て
い
る
が
、
地
券
下
調
、
地
券
絵
図
七
冊
外
の
文

字
が
読
め
る
。
明
治
政
府
の
地
租
改
正
で
土
地
・
税
制
制
度
の
改
革
が
行
わ
れ

た
と
き
の
「
明
治
六
年
田
畑
地
券
絵
図
」
が
畔
頭
の
組
別
に
七
冊
（
一
二
一
―

〇
八
～
一
四
）
揃
い
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
上
中
郷
村
全
体
図
と
し
て
作
成
さ
れ

た
「
上
中
郷
村
地
目
地
番
入
地
図
」（
一
一
二
―
一
八
）
も
伝
存
し
、
画
像
が

公
開
さ
れ
て
い
る
。「
明
治
六
年
田
畑
地
券
下
調
絵
図
」（
一
二
一
―
〇
一
～
〇

七
）
七
冊
に
は
明
治
六
年
九
月
「
副
戸
長
・
林
秀
之
進
存
内
」
と
各
畦
頭
の
署

名
が
あ
り
、
宝
暦
小
村
絵
図
を
参
照
し
た
形
跡
が
伺
わ
れ
る
。

　

次
に
木
箱
二
二
番
の
貼
紙
に
は
明
治
期
の
墨
書
で
「
宝
暦
十
三
年
（
マ
マ
）

上
中
郷
小
村
図　

七
冊　

慶
応
三
年　

上
中
郷
測
量
図　

一
折
」、
古
い
貼
紙

に
も
「
宝
暦
小
村
絵
図　

御
立
山
絵
図
」
の
書
入
れ
が
残
る
。
小
村
図
は
萩
藩

宝
暦
検
地
に
伴
い
作
成
さ
れ
た
「
宝
暦
十
二
年
田
畑
小
村
絵
図
」
で
、
畔
頭
の
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組
別
に
整
え
ら
れ
た
七
冊
（
一
一
二
―
〇
二
～
〇
八
）
が
伝
存
し
、
庄
屋
・
原

田
源
兵
衛
と
各
畔
頭
の
署
名
が
あ
る
。
最
も
古
い
土
地
台
帳
に
あ
た
り
、
そ
の

精
緻
な
内
容
に
よ
り
地
租
改
正
の
基
本
台
帳
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

　

更
に
木
箱
五
七
番
の
蓋
に
は
「
明
治
弐
拾
年　

丈
量
地
引
絵
図
箱　

林
秀

一
」、
蓋
の
両
側
に
「
明
治
弐
拾
年　

丈
量
地
引
絵
図
箱
」
の
墨
書
が
残
る
。

こ
れ
に
相
当
す
る
の
は
「
字
限
地
引
絵
図
」
で
旧
畔
頭
組
別
の
作
成
で
あ
る
が
、

七
冊
の
う
ち
第
四
を
欠
い
て
い
る
（
一
一
二
―
〇
九
～
一
四
）。
地
券
絵
図
の

再
調
整
図
と
し
て
土
地
台
帳
の
附
属
地
図
と
さ
れ
た
も
の
で
、
吉
敷
郡
上
郷
村

地
主
総
代
・
林
秀
一
ほ
か
四
名
、
吉
敷
郡
総
代
・
本
間
源
三
郎
、
上
郷
村
戸
長
・

内
田
丈
一
の
署
名
が
あ
る
。
秀
一
は
こ
の
時
期
村
会
議
員
・
県
会
議
員
を
併
任

し
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
は
現
在
木
箱
一
一
に
ま
と
め
て
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
上
中

郷
の
土
地
の
歴
史
文
化
遺
産
と
し
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

古
文
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
書
誌
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
、
二
次
的

な
目
録
情
報
を
駆
使
し
て
一
次
史
料
で
あ
る
原
史
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
相
違
工
夫
が
必
要
と
な
る
。

　

林
家
文
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
再
整
理
に
あ
た
り
書
誌
事
項
と
記
述
様

式
を
新
た
に
設
定
し
た
。
近
年
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
成
果
に
学
び
、
史
料
の

作
成
・
授
受
・
保
管
状
況
や
史
料
相
互
の
関
連
を
で
き
る
だ
け
再
現
す
る
こ
と

に
主
眼
を
お
い
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
林
家
歴
代
の
履
歴
情
報
に
よ
り
伝
存
史

料
の
区
分
を
行
う
「
史
料
構
成
」
の
試
み
も
、
林
家
を
は
じ
め
関
係
者
の
方
々

の
御
理
解
、
御
協
力
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
目
的
は
林
家
歴
代
の
役
職

と
の
か
か
わ
り
で
伝
存
史
料
の
分
析
を
行
う
手
が
か
り
を
付
与
す
る
こ
と
に
あ

る
が
、
予
想
以
上
に
困
難
を
伴
う
作
業
で
、
種
々
の
課
題
を
残
し
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
に
よ
り
再
整
理
し
た
書
誌
情
報
に
よ
り
な
が
ら

著
名
な
勇
蔵
の
事
績
と
は
別
の
側
面
か
ら
光
を
あ
て
る
目
論
見
で
林
家
文
書
の

特
色
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
部
の
史
料
に
つ
い

て
の
も
の
で
あ
り
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
、
林
家

文
書
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

歴
史
研
究
は
ア
ク
セ
ス
し
た
個
々
の
史
料
の
解
読
、
分
析
か
ら
始
ま
る
。
図

書
館
が
提
供
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
目
録
情
報
は
、
利
用
者
の
指
摘
に
よ
る
修

正
等
を
適
切
に
反
映
さ
せ
内
容
を
進
化
さ
せ
な
が
ら
維
持
管
理
し
て
い
く
態
勢

が
必
要
で
あ
る
。
林
家
文
書
の
場
合
は
幸
い
山
口
大
学
図
書
館
独
自
の
学
内
外

を
結
ぶ
協
働
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
作
業
が
関
係
者
の
理
解
を
得
て
実
を
結
ん

だ
が
、
人
材
養
成
を
含
め
、
そ
の
あ
り
方
が
今
後
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

最
後
に
、
長
年
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
地
道
に
再
整
理
に
当
た
ら
れ
た
江
見

伸
子
・
河
本
香
代
子
の
両
氏
、
作
業
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
（
マ
イ

ク
ロ
ソ
フ
ト
社
Ａ
ｃ
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
使
用
）
に
携
わ
ら
れ
た
吉
光
紀
行
氏
、
ま
た
、

全
般
に
わ
た
り
懇
切
に
御
指
導
・
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
木
部
教
授
、
文
書
の

利
用
、
文
献
調
査
等
で
多
大
の
御
支
援
、
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
木
越
み
ち
氏

を
は
じ
め
総
合
図
書
館
関
係
者
の
方
々
に
、
心
よ
り
謝
辞
を
申
し
上
げ
る
次
第
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で
あ
る
。

註（
１
） 

演
題
は
木
部
和
昭
「
林
家
文
書
目
録
の
公
開
と
そ
の
意
義
～
研
究
者
の
立
場

か
ら
～
」、
江
見
伸
子
「
林
家
文
書
の
整
理
に
あ
た
っ
て
」、
中
野
美
智
子
「
Ｎ

Ｃ
Ｒ
は
な
ぜ
古
文
書
を
扱
わ
な
い
か
―
図
書
館
資
料
と
記
録
史
料
の
目
録
―
」。

（
２
） 

①
藤
井
竹
蔵
著
『
大
庄
屋
林
勇
蔵　

維
新
史
料
』（
大
正
五
年
刊
の
復
刻
、

一
九
七
一
年
、
小
郡
郷
土
研
究
会
）、
②
能
見
宗
一
編
『
小
郡
町
史
』
増
訂
（
一

九
五
七
年
、
小
郡
町
）、
③
小
郡
町
史
編
集
委
員
会
編
『
林
勇
蔵
日
記　

小
郡

町
史
史
料
』（
二
〇
〇
三
年
、
小
郡
町
）。
③
の
「
林
勇
蔵
年
表
」（
四
九
五
～

四
九
七
頁
）
は
①
の
記
述
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
３
） 

林
家
所
蔵
の
「
林
家
文
書
目
録
」（
地
方
調
査
員
・
佐
久
間
努
作
成
）
の
う
ち
、

箱
番
２
の
枝
番
①
～
④
の
巻
物
４
軸
と
箱
番
４
の
枝
番
①
～
②
の
巻
物
２
軸
。

筆
者
の
便
宜
上
、
右
の
目
録
を
参
照
の
う
え
、
史
料
番
号
と
仮
題
を
表
記
し
た
。

２
─
１ 

［
庄
屋
・
林
文
左
衛
門
勤
功
上
申
書
］（
享
保
六
年
一
〇
月
一
九

日
、
帯
刀
願
、
前
欠
）。
巻
物
。

 

　

 

享
保
一
二
年
［
改
宗
離
旦
許
可
状　

林
文
左
衛
門
宛
］
を
含

む
。

２
─
２ 

「
毛
利
家
御
世
中
名
字
刀
其
外
御
正
拠
物　

林
勇
蔵
」（
宝
永
二

～
慶
応
三
年
、褒
賞
状
・「
御
仕
成
」
沙
汰
書
、奉
書
類
）。
巻
物
。

２
─
３ 

［
林
家
「
御
仕
成
」
正
拠
物
控
］（
林
勇
蔵
編
輯
・
写
（
宝
永
二

～
万
延
元
、
寛
保
元
年
な
し
）。
巻
物
。

 

　

 

慶
応
二
年
「
御
願
申
上
候
事
」（
林
勇
蔵
、
装
条
銃
買
入
献

金
願
）
を
含
む
。

２
─
４ 

［
七
代
文
左
衛
門
・
九
代
文
左
衛
門
名
字
刀
付
立
書
抜
写
外
］（
文

政
八
、
天
保
一
二
年
）。
巻
物
。

 

　

 ［
永
名
名
乗
り
由
緒
詮
議
ニ
付
書
状
］（
庄
屋
・
林
勇
蔵　

大

庄
屋
・
本
間
次
郎
兵
衛
宛　

嘉
永
元
年
七
月
二
四
日
）、
米

銀
献
納
覚（
文
政
八
～
慶
応
二
年
）、毛
利
家
羽
織
下
賜
状（
明

治
一
八
、
二
九
年
）
を
含
む
。

４
─
１ 

［
褒
賞
状
及
び
名
字
「
御
仕
成
」
沙
汰
書
］（
元
禄
八
・
一
三
・

一
六
年
、
寛
保
元
年
一
二
月
二
五
日
）。　

巻
物
。 

４
─
２ 

「
御
願
申
上
候
事
」（
弘
化
四
年
三
月
、
林
勇
蔵
勤
功
上
申
書
）。

巻
物
。

（
４
）
解
読
文
の
凡
例
は
次
に
よ
る
。
①
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
、
現
代
仮
名
で
表

記
。
②
解
読
者
の
説
明
は
（　

）
で
表
記
、
誤
字
・
誤
記
の
訂
正
を
含
む
、
③

ル
ビ
は
傍
注
、
④
闕
字
・
平
出
は
省
略
、
⑤
適
宜
読
点
・
並
列
点
を
付
す
、
⑥

朱
筆
、貼
紙
は
（
貼
紙
朱
書
）（
貼
紙
朱
書
割
書
）（
傍
注
朱
書
）
等
と
注
記
し
、

当
該
文
を
「　

」
で
囲
ん
で
表
記
。

（
５
） 

藩
の
造
作
、
つ
ま
り
経
費
や
手
間
を
掛
け
な
い
よ
う
に
し
て
、
の
意
。

（
６
） 
林
勇
蔵
の
高
祖
父
は
勇
蔵
か
ら
遡
れ
ば
六
代
武
左
衛
門
で
あ
る
が
、
文
脈
か

ら
す
る
と
、
五
代
文
左
衛
門
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
） 

根
と
は
元
々
の
と
い
う
意
味
で
、
小
郡
宰
判
大
庄
屋
役
を
指
す
。

（
８
） 

詳
細
不
明
。
開
作
築
造
に
関
係
し
た
役
職
と
推
測
さ
れ
る
。

九
四



（
９
） 

各
村
の
庄
屋
の
代
表
と
い
う
意
味
。

（
10
） 「
心
学
」
を
振
興
す
る
費
用
を
拠
出
し
た
と
い
う
こ
と
。
萩
藩
は
天
保
期
に

民
衆
教
化
の
た
め
心
学
を
奨
励
し
た
。

（
11
） 

篠
川
外
記
熙
芳
、
文
化
一
三
年
九
月
九
日
～
文
政
一
〇
年
六
月
二
七
日
当
職

裏
判
役
。
山
口
県
文
書
館
架
蔵
、
石
川
淳
彦
著
『
萩
藩
職
役
人
名
辞
典
』（
二

〇
一
〇
年
、
著
者
刊
）
に
よ
る
。

（
12
） 

清
徳
院
は
第
一
〇
代
萩
藩
主
・
毛
利
斉
熙
（
も
う
り
・
な
り
ひ
ろ
）
の
院
号
、

時
山
弥
八
著
『
も
り
の
し
げ
り
』
増
補
訂
正
（
復
刻
、
赤
間
関
書
房
、
一
九
六

九
）、
一
一
三
頁
。

（
13
） 

邦
憲
院
は
第
一
一
代
萩
藩
主
・
毛
利
斉
元
（
も
う
り
・
な
り
も
と
）
の
院
号
、

同
右
、
一
一
八
頁
。

（
14
） 

法
鏡
院
は
第
一
〇
萩
藩
主
の
正
室
三
津
（
み
つ
）
の
院
号
、同
右
、一
一
三
頁
。

（
15
） 

郷
之
助
は
第
一
〇
代
萩
藩
主
の
三
男
信
順
（
の
ぶ
ゆ
き
）、同
右
、一
一
四
頁
。

（
16
） 

石
川
卓
美
編
『
山
口
県
近
世
史
要
覧
』（
一
九
七
六
年
、
マ
ツ
ノ
書
店
）、
一

四
五
頁
、「
ふ
し
ん
し
ょ　

普
請
所
」
の
項
に
よ
れ
ば
普
請
所
は
普
請
対
象
の

物
件
あ
る
い
は
場
所
の
こ
と
。
費
用
負
担
は
①
臨
時
御
普
請
所
、
②
御
代
官
所

御
仕
渡
普
請
所
、
③
地
下
役
普
請
所
の
三
区
分
が
あ
り
、
①
②
は
藩
費
負
担
、

③
は
村
負
担
で
実
施
さ
れ
た
。
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
普
請
所
の
再
検
討
に

よ
り
負
担
区
分
の
台
帳
が
作
ら
れ
た
。

（
17
） 

殿
様
な
ど
身
分
・
地
位
の
高
い
支
配
者
層
の
通
行
を
さ
す
。

（
18
） 

伊
藤
昭
弘
「
萩
藩
に
お
け
る
「
御
仕
成
」
と
中
間
層
」『
九
州
史
学
』
第
一

三
三
号
、
二
〇
〇
二
年
九
月
、
四
三
～
六
四
頁
。

（
19
） 

前
掲
註
（
３
）、
林
家
所
蔵
文
書
２
─
２
所
収
の
次
の
奉
書
。
林
勇
蔵
に
よ

る
写
し
は
註
（
45
）
の
林
家
所
蔵
文
書
９
─
１
所
収
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
郡
宰
判
上
中
郷
庄
屋
并
給
庄
屋
兼
帯

 

林　

勇
蔵　
　

　
　
　
　

 　

右
之
者
事
庄
屋
役
其
外
数
年
相
勤
御
用
ニ
相
立
候
、
依
之
御
沙
汰
之

上
無
間
被
遂
御
吟
味
可
被
下
候
事

　
　
　
　
（
貼
紙
墨
書
）「
弘
化
五
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
二
月

（
20
） 

前
掲
註
（
３
）、
林
家
所
蔵
文
書
２
─
２
所
収
の
次
の
奉
書
。
林
勇
蔵
に
よ

る
写
し
は
２
─
３
、
及
び
註
（
45
）
の
林
家
所
蔵
文
書
９
─
１
所
収
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
郡
宰
判
上
中
郷
庄
屋

 

林　

勇
蔵　
　

　
　
　
　

 　

右
之
者
事
庄
屋
役
数
年
相
勤
御
用
ニ
相
立
、
且
社
倉
囲
相
持
救
米
差

出
、
姥
倉
御
普
請
ニ
付
而
茂
令
出
銀
、
戌
ノ
荒
歳
之
節
心
配
遂
苦
労
、

旁
願
出
之
趣
御
沙
汰
之
上
、
伜
一
代
刀
被
差
免
候
条
、
此
段
可
有
御
申

渡
候
、
已
上　

印

　
　
　
　
　
　
　

嘉
永
六
丑　
　
　
　
　
　
　
　
　

蜷
川
四
郎
右
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

八
谷
源
兵
衛
殿

（
21
） 

林
家
の
永
名
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
嘉
永
元
年
申
五
月
「
小
郡
御
宰
判
地

九
五



下
人
名
字
刀
附
立
帳
」
か
ら
の
写
し
に
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
朱
字

で
「
安
政
三
辰
三
月
林
勇
蔵
大
庄
屋
役
中
ニ
勘
場
之
根
帳
写
置
候
事
」
の
書
入

れ
が
あ
る
。
前
掲
註
（
３
）、
林
家
所
蔵
文
書
２
─
３
所
収
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
名　
　
　
　
　
　
　
　

小
郡
御
宰
判
上
中
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伜
代
迄
刀 

　

林　

勇
蔵　
　

 

　
　

一
先
祖
よ
り
名
乗
来
り
永
名
ニ
而
御
座
候
事

 

　
　

一 

先
祖
よ
り
住
所
替
、
名
乗
替
不
仕
候
事

 

　
　

一 

永
名
御
奉
書
所
持
不
仕
候
得
共
、
先
祖
よ
り
数
十
代
御
役
所
勤
仕
、
宝

永
弐
酉
年
御
賞
美
之
御
奉
書
ニ
名
字
有
之
、
其
後
四
代
引
続
刀
被
差
免

御
奉
書
頂
戴
仕
候
、
先
祖
之
依
勤
功
ニ
い
つ
之
頃
被
差
免
候
哉
不
相
分

候
得
共
、
先
祖
以
来
永
名
名
乗
来
ニ
而
御
座
候
、
安
永
九
子
年
名
字
刀

御
改
之
節
、
上
郷
之
義
ハ
山
口
御
宰
判
江
御
添
石
之
時
分
山
口
御
勘
場

江
御
届
仕
、
其
後
御
書
下
物
迄
も
林
と
御
書
下
被
仰
付
、
既
ニ
文
化
十

三
子
年
永
名
御
改
之
節
先
祖
林
兵
吉
名
前
ニ
而
申
出
仕
候
事

 

　
　

一 

天
保
十
二
丑
年
父
文
左
衛
門
江
伜
代
迄
刀
被
差
免
候
事

 

　
　

一 

嘉
永
六
丑
年
勇
蔵
江
伜
代
迄
刀
被
差
免
候
事

 

　
　

一 

安
政
七
申
正
月
勇
蔵
江
嫡
孫
役
中
刀
被
差
免
候
事

（
22
） 

前
掲
註
（
３
）、
林
家
所
蔵
文
書
２
─
２
所
収
の
次
の
奉
書
。
林
勇
蔵
に
よ

る
写
し
は
註
（
45
）
の
林
家
所
蔵
文
書
９
─
１
所
収
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
郡
宰
判
御
恵
米
方
其
外
兼
帯

 

林　

勇
蔵　
　

　
　
　
　

 　

右
之
者
事
彼
是
之
役
儀
数
十
ケ
年
相
勤
、
伜
秀
之
進
儀
茂
給
庄
屋
役

其
外
数
年
相
勤
、
父
子
共
御
用
ニ
相
立
、
追
々
御
馳
走
其
外
遂
出
米
銀
、

有
余
囲
を
も
せ
し
め
候
、
依
之
父
子
勤
功
引
結
嫡
孫
役
中
刀
被
差
免
候

条
、
此
段
可
被
成
御
申
渡
候
、
已
上　

印

　
　
　
　
　
　
　

安
政
七
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
月　
　
　
　
　
　
　
　

玉
木
文
之
進　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宍
戸
九
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

工
藤
半
右
衛
門
殿

（
23
） 

前
掲
註
（
３
）、
林
家
所
蔵
文
書
２
─
２
所
収
の
次
の
奉
書
。
林
勇
蔵
に
よ

る
写
し
は
註
（
45
）
の
林
家
所
蔵
文
書
９
─
１
所
収
。
な
お
、
写
し
は
最
後
の

文
節
の
「
可
有
」
が
「
可
被
成
」
と
誤
写
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
郡
宰
判
御
恵
米
方

 

林　

勇
蔵　
　

　
　
　
　

 　

右
之
者
事
彼
是
之
役
儀
数
年
相
勤
、
伜
秀
之
進
儀
茂
勘
場
見
習
其
外

相
勤
、
父
子
共
ニ
御
用
ニ
相
立
、
且
又
余
分
之
遂
出
米
銀
、
尚
又
畠
田

成
一
件
ニ
付
不
容
易
遂
苦
労
、
依
之
嫡
孫
一
代
刀
并
伜
よ
り
之
嫡
孫
小

都
合
以
上
之
役
儀
相
勤
候
節
刀
被
差
免
候
条
、
此
段
可
有
御
申
渡
候
、

以
上　

印

　
　
　
　
　
　
　

元
治
元
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月　
　
　
　
　
　
　

山
田
宇
右
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
谷
藤
兵
衛

九
六



　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
川
文
作
殿

（
24
） 
前
掲
註
（
３
）、
林
家
所
蔵
文
書
２
─
２
所
収
の
次
の
奉
書
。
林
勇
蔵
に
よ

る
写
し
は
註
（
45
）
の
林
家
所
蔵
文
書
９
─
１
所
収
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
宰
判
大
庄
屋
并
勧
農
産
物
御
内
用
掛
り

 

林　

勇
蔵　
　

　
　
　
　

 　

右
之
者
事
大
庄
屋
役
其
外
数
年
相
勤
、
伜
秀
之
進
儀
も
庄
屋
役
其
外

数
年
相
勤
父
子
共
御
用
ニ
相
立
、
尚
又
余
分
之
御
馳
走
を
も
差
出
候
、

依
之
伜
よ
り
之
嫡
孫
一
代
刀
被
差
免
、
尚
明
キ
有
之
次
第
永
代
刀
可
被

差
免
候
条
、
此
段
可
有
御
申
渡
候
、
已
上　

印

　
　
　
　
　
　
　

慶
応
弐
寅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月　
　
　
　
　
　
　
　

玉
木
文
之
進　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
川
清
助
殿

（
25
） 

前
掲
註
（
18
）、
四
七
頁
、
五
一
～
五
二
頁
。

（
26
） 

前
掲
註 （
２
）
の
①
第
一
編
三
、
六
～
八
頁
、
及
び
②
の
第
十
二
部
一
「
名

族
旧
家
」
の
う
ち
「
林
氏　

仁
保
津
」、
五
四
〇
～
五
四
一
頁
。

（
27
） 

矢
野
健
太
郎
「
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
萩
藩
の
「
勘
場
」
と
「
勘
場
役
人
」

―
小
郡
宰
判
を
事
例
と
し
て
―
」『
九
州
史
学
』
第
一
三
七
・
一
三
八
合
併
号
、

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
、
一
一
九
～
一
四
四
頁
。
一
二
六
頁
掲
載
の
表
２
「
寛
政

～
明
治
期
大
庄
屋
」
の
依
拠
史
料
は
「
小
郡
宰
判
本
控
」
で
あ
る
が
、
勘
場
役

人
の
任
免
に
関
す
る
沙
汰
書
は
掲
載
さ
れ
な
い
た
め
、
上
申
書
等
の
作
成
・
宛

名
情
報
に
よ
る
採
録
で
あ
ろ
う
。
萩
藩
で
は
大
庄
屋
・
恵
米
方
等
の
勘
場
役
人

の
任
期
は
九
月
～
八
月
の
一
年
を
原
則
と
し
て
お
り
、
矢
野
表
で
は
就
任
翌
年

の
単
年
次
で
表
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
林
家
に
つ
い
て
の
表
１
・
２
で
は
離

任
年
次
に
相
当
す
る
。

（
28
） 

山
口
県
文
書
館
編
集
『
防
長
風
土
注
進
案
』、
第
一
四
巻
「
小
郡
宰
判
」（
一

九
六
四
年
、
山
口
県
立
山
口
図
書
館
）、
四
一
頁
、「
上
中
郷
」
村
内
の
給
領
高

一
三
石
三
斗
四
升
四
合
の
う
ち
、
七
石
二
斗
三
升
三
合
が
揚
井
氏
、
残
り
は
平

田
氏
。

（
29
） 

前
掲
註
（
16
）
五
一
頁
、「
き
ゅ
う
り
ょ
う　

給
領
」「
き
ゅ
う
り
ょ
う
じ
ょ

う
や　

給
領
庄
屋
」
の
項
。
林
家
所
蔵
文
書
の
「
御
願
申
上
候
事
」（
林
勇
蔵

勤
功
上
申
書
）
を
は
じ
め
山
口
大
学
所
蔵
林
家
文
書
（
以
下
、
林
家
文
書
）
に

は
「
給
庄
屋
」
と
肩
書
き
さ
れ
、「
給
領
庄
屋
」
の
表
記
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
30
） 

前
掲
註
（
２
）
の
②
、
五
五
頁
。

（
31
） 

前
掲
註
（
16
）、
七
五
頁
、「
こ
つ
ご
う
し
ょ
う
や　

小
都
合
庄
屋
」
の
項
。

（
32
） 

同
右
、
四
八
頁
、「
か
ん
ば　

勘
場
」
の
項
。

（
33
） 

前
掲
註
（
23
）。

（
34
）
前
掲
註
（
２
）
の
①
、
七
頁
。
註
（
40
）
一
七
頁
に
よ
れ
ば
中
関
宰
判
の
設

置
は
九
月
。

（
35
） 

防
府
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
防
府
市
史
』
通
史
Ⅱ　

近
世
（
一
九
九
九
年
、

防
府
市
）、
一
二
〇
頁
、
二
七
五
～
二
七
六
頁
。

（
36
） 『
山
口
市
史
』
史
料
編　

近
世
１
（
二
〇
〇
八
年
、
山
口
市
編
・
刊
）
に
関

連
史
料
と
し
て
次
の
三
点
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
14 

小
郡
・
中
関
宰
判
引
分

の
事
、
明
和
五
年
九
月
、
四
八
三
～
四
八
五
頁
、
18 

中
関
宰
判
廃
止
の
事
、

九
七



天
明
四
年
一
二
月
、
四
九
一
～
四
九
四
頁
、
20 

中
関
宰
判
廃
止
に
つ
き
御
普

請
御
入
目
米
請
去
り
の
事
、
天
明
四
年
一
二
月
～
天
明
五
年
二
月
、
四
九
五
～

四
九
七
頁
。
原
史
料
は
「
小
郡
宰
判
本
控
」。

（
37
） 

同
右
、
19 
上
郷
を
小
郡
宰
判
へ
差
戻
し
の
事
、
天
明
四
年
一
二
月
～
天
明

五
年
正
月
一
四
日
、
四
九
四
～
四
九
五
頁
、
48 

小
郡
上
郷
山
口
宰
判
へ
添
石

除
の
事
、
天
明
五
年
四
月
、
一
四
八
頁
、
原
史
料
は
「
小
郡
宰
判
本
控
」。

（
38
） 

同
右
、
註 （
36
）（
37
）。

（
39
） 

前
掲
註
（
35
）、
二
七
六
～
二
七
七
頁
。

（
40
） 『
郷
土
史　

ふ
る
さ
と
西
浦
』
補
巻
２
（
二
〇
〇
二
年
、
西
浦
公
民
館
内
西

浦
文
化
研
究
会
編
・
刊
）、
一
六
～
二
一
頁
。

（
41
） 

天
明
七
未
ノ
十
一
月
よ
り
申
ノ
三
月
迄
「
西
浦
汐
留
三
度
并
ニ
砂
持
夫
共
ニ

小
郡
よ
り
出
張
一
件
諸
入
目
帳
」、
天
明
八
年
一
一
月
、
大
庄
屋
・
林
文
左
衛

門
存
之
（
作
成
）、
林
家
文
書
、
六
一
一
―
〇
七
。

（
42
） 

前
掲
註
（
35
）
で
は
「
田
島
村
の
西
浦
」
の
小
郡
宰
判
へ
の
移
管
は
寛
政
二

年
一
〇
月
（
二
七
七
頁
）、
註
（
40
）
も
同
様
で
田
島
の
内
「
西
ノ
浦
」
が
春

定
め
よ
り
移
管
さ
れ
た
。　

（
43
） 

①
享
和
元
年
分
「
西
浦
修
甫
銀
返
納
六
月
よ
り
十
一
月
迄
御
上
納
算
用
帳
」、

享
和
元
年
一
二
月
、
西
浦
大
庄
屋
・
秋
本
源
右
衛
門
（
作
成
）、
林
家
文
書
、

五
三
七
―
〇
五
。
②
享
和
三
年
亥
ノ
九
月
ヨ
リ
「
西
浦
上
納
銀
并
ニ
諸
村
差
引

帳
」
西
浦
大
庄
屋
・
林
文
左
衛
門
存
之
（
作
成
）、
林
家
文
書
、
四
二
三
―
〇
六
。

（
44
） 「
小
郡
勘
場
建
替
差
図　

小
郡
宰
判
本
控
所
載　

文
化
九
年
」（
山
口
県
教
育

委
員
会
文
化
財
保
護
課
編
『
萩
藩
宰
判
勘
場
跡
』（
山
口
県
未
指
定
文
化
財
調

査
報
告
書　

一
〇
）（
二
〇
〇
一
年
、
山
口
県
教
育
委
員
会
）、
一
〇
〇
頁
。
前

掲
註
（
27
）
矢
野
論
文
は
西
浦
大
庄
屋
の
詰
め
る
部
屋
と
推
定
し
て
い
る
が
、

誤
っ
て
「
文
政
九
年
の
勘
場
差
図
」（
一
二
三
頁
）
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

（
45
） 

前
掲
註
（
３
）
の
「
林
家
文
書
目
録
」
の
う
ち
、
箱
番
9
、
枝
番
①
～
③
の

掛
軸
三
軸
。
筆
者
の
便
宜
上
、
右
の
目
録
を
参
照
の
う
え
、
註
（
３
）
の
箱
番

２
・
４
と
同
様
に
史
料
番
号
と
仮
題
を
つ
け
た
。

９
─
１ 

［
林
勇
蔵
「
御
仕
成
」
沙
汰
書
写
外
］（
嘉
永
六
年
一
二
月
～
慶

応
三
年
）。

 

　

 

明
治
二
年
一
〇
月
杉
修
道
民
事
権
少
参
事
訓
話
、
明
治
一
〇

年
共
同
会
社
報
賞
状
等
を
含
む
。

９
─
２ 

［
林
勇
蔵
任
免
沙
汰
書
及
褒
賞
状
］（
安
政
二
年
八
月
～
文
久
二

年
閏
八
月
）

９
─
３ 

［
林
勇
蔵
任
免
沙
汰
書
］（
文
久
二
年
一
二
月
～
明
治
一
〇
年
五

月
一
七
日
）

（
46
） 

前
掲
註
（
３
）、
２
─
２
所
収
。

（
47
） 

前
掲
註 （
２
）
の
③
、　

凡
例
。「
林
家
日
記
一
覧
」
は
四
九
五
～
四
九
七
頁
。

本
稿
表
３
の
史
料
番
号
欄
に
○
印
を
付
し
た
元
治
元
年
～
慶
応
四
年
（
標
題
年

次
）
の
「
日
記
」「
手
控
」「
諸
控
」
八
冊
が
翻
刻
掲
載
さ
れ
た
。

（
48
） 
前
掲
註
（
16
）
三
一
頁
、「
お
お
じ
ょ
う
や　

大
庄
屋
」
の
項
、及
び
六
三
頁
、

「
け
い
ま
い
が
た　

恵
米
方
」
の
項
。

（
49
） 

前
掲
註
（
12
）、『
も
り
の
し
げ
り
』、
三
一
九
頁
。

（
50
） 

前
掲
註
（
２
）
の
①
、
第
二
編
八
「
陶
村
行
政
刷
新
」、
四
八
～
四
九
頁
。

九
八



一
部
誤
読
を
修
正
し
た
全
文
を
次
に
掲
げ
る
。
原
史
料
は
註
（
45
）
の
林
家
文

書
９
─
２
及
び
９
─
３
所
収
。
切
紙
を
切
り
離
し
て
前
者
の
最
下
段
と
後
者
の

最
上
段
に
貼
付
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
庄
屋

 

林　

勇
蔵　
　

　
　
　
　

 　

右
当
九
月
よ
り
陶
村
、
同
惣
給
小
都
合
役
座
御
用
取
捌
申
付
候
者
、

陶
村
之
儀
者
抽
余
村
難
渋
多
、
追
々
仕
組
成
立
之
遂
詮
議
候
処
、
其
目

途
も
不
相
立
、
地
下
風
俗
も
何
と
な
く
不
宜
趣
ニ
相
聞
、
旁
以
難
措
事

ニ
付
、
厚
く
詮
議
之
上
数
年
諸
役
相
勤
、
巧
者
之
儀
ニ
付
諸
事
公
私
御

為
能
可
遂
所
勤
候
、
且
是
迄
之
勤
功
ニ
対
し
伜
秀
之
進
足
役
代
勤
差
免

候
事

　
　
　
　
　
　
　

戌
［
文
久
二
年
］
閏
八
月

（
51
） 

林
家
文
書
、
五
三
〇
―
五
一
、
竪
帳
。

（
52
） 

林
弥
助
の
恵
米
方
就
任
時
期
は
、
本
稿
表
４
の
③
「
小
郡
上
中
郷
地
下
囲
米

根
帳
」（
林
家
文
書
、
四
〇
三
―
一
七
）
に
よ
っ
て
、
清
算
引
合
せ
後
の
奥
書

署
名
で
確
認
す
る
と
、
文
政
一
三
、
天
保
二
・
五
・
六
・
一
四
、
弘
化
元
年
で
、

弘
化
二
年
大
庄
屋
に
就
任
し
て
い
る
。

（
53
） 『
山
口
県
史
』史
料
編　

幕
末
維
新
Ⅰ（
二
〇
〇
二
年
、山
口
県
編
・
刊
）所
収
、

「
１　

小
郡
諸
修
補
受
払
御
算
用
一
紙　

子
八
月
」（
林
家
文
書
、
五
三
〇
―
五

三
）、
九
五
二
～
九
七
一
頁
、［
解
題
］
九
五
〇
～
九
五
一
頁
。「
2　

御
仕
組

米
其
外
預
米
請
払
帳　

天
保
二
年
九
月
よ
り
」（
同
右
、
六
〇
六
―
〇
五
）、
九

七
三
～
一
〇
一
七
頁
、［
解
題
］
九
七
二
頁
。

 

　

解
題
に
よ
る
と
、
萩
藩
の
地
方
支
配
役
人
『
佐
藤
寛
作
手
控
』〔
註（
64
）参

照
〕
に
よ
る
修
補
の
分
類
で
は
、前
者
は
郡
奉
行
所
管
轄
の
①
「
定
払
修
補
米
」、

②
「
定
払
車く
る
ま
が
し貸修

補
」、
③
「
定
払
別べ

つ
か
ど廉

修
補
」
の
三
種
、
後
者
は
代
官
所
管

轄
の
④
「
勘
場
悩な
や
み修

補
」
に
相
当
す
る
。

（
54
） 

例
え
ば
嘉
永
五
子
年
分
「
小
郡
諸
修
補
請
払
御
算
用
一
紙
」 （
林
家
文
書
、

五
三
〇
―
五
四
）、
文
久
元
酉
年
分
「
同
右
」（
同
右
、
五
三
〇
―
〇
六
）。 

（
55
） 

前
掲
註
（
16
）、
六
三
頁
、「
け
い
ま
い
が
た　

恵
米
方
」
の
項
。

（
56
） 

前
掲
註
（
27
）、
一
二
八
頁
。

（
57
） 

前
掲
註
（
48
）
に
同
じ
。

（
58
） 

前
掲
註
（
49
）
に
同
じ
。

（
59
）
又
野
誠
「
近
世
後
期
長
州
藩
の
諸
郡
修
甫
制
度
と
村
落
―
小
郡
宰
判
上
中
郷

水
損
田
仕
組
米
を
事
例
と
し
て
―
」『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
第
五
九
号
、
一

九
八
八
年
六
月
、
二
三
～
二
四
頁
。
表
１
「
宰
判
の
大
庄
屋
元
で
統
括
さ
れ
る

修
甫
米
銀
」
は
、
註
（
64
）
の
『
佐
藤
寛
作
手
控
』
に
よ
る
も
の
で
、
前
掲
註

（
53
）
の
①
～
④
の
事
項
に
、
代
官
所
管
轄
の
⑤
「
勘
番
悩
内
修
補
米
銀
」
が

加
わ
る
。

（
60
） 

前
掲
註
（
45
）、
林
家
所
蔵
文
書
９
─
３
所
収
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
庄
屋

 

林　

勇
蔵　
　

　
　
　
　

 　

右
気
分
相
ニ
付
役
儀
断
申
出
、
如
願
差
免
候
、
尤
数
年
勤
労
有
之
事

ニ
付
、
身
柄
大
庄
屋
首
席
ニ
差
置
候
間
、
気
分
快
時
節
ハ
部
署
罷
出
、

九
九



大
庄
屋
・
御
恵
米
方
之
御
用
筋
及
示
談
候
ハ
ヽ
、
無
腹
臓
気
付
筋
可
申

聞
候
事

　
　
　
　
　
　
　

辛
未
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
大
庄
屋

 

林　

勇
蔵　
　

　
　
　
　
　

右
当
分
仕
組
懸
り
申
付
候
事

　
　
　
　
　
　
　

辛
未
十
一
月

　
　
　
　

 

（
貼
紙
朱
字
書
入
）

　
　
　
　
　

 

明
治
四
未
十
一
月
十
三
日
夜
大
属
糸
賀
外
衛
様
・
少
属
来
栖
様
よ
り

被
仰
渡
候
事

（
61
） 

小
郡
宰
判
の
石
高
・
人
口
は
前
掲
註
（
27
）、
一
二
〇
頁
。
経
済
概
況
は
前

掲
註 

（
36
）、「
解
説　

近
世
山
口
の
町
と
村
」、
二
―
（
三
）
木
部
和
昭
「
小

郡
宰
判
の
概
況
～
山
口
宰
判
と
の
比
較
を
中
心
に
～
」、
二
九
～
三
六
頁
。

（
62
） 

前
掲
註
（
27
）、
一
二
九
頁
。

（
63
） 

山
口
県
文
書
館
編
『
萩
藩
四
冊
御
書
付
』（
一
九
六
二
年
、
山
口
県
地
方
史

学
会
）、
五
七
頁
。

（
64
） 

山
口
県
文
書
館
内
山
口
県
地
方
史
学
会
編『
佐
藤
寛
作
手
控
』（
一
九
七
五
年
、

佐
藤
栄
作
刊
）、
二
～
三
頁
。

（
65
） 

前
掲
註
（
53
）、
九
五
四
頁
。

（
66
） 

文
久
三
年
亥
九
月
「
内
修
補
米
銀
請
払
帳
」（
元
治
元
年
八
月
、
恵
米
方
林

勇
蔵
作
成
）、
林
家
文
書
、
五
三
五
―
〇
三
。
こ
の
史
料
は
「
請
之
座
」
と
「
払

之
座
」
か
ら
構
成
さ
れ
、
前
者
の
収
入
総
額
は
米
二
二
三
石
一
斗
五
升
三
合
、

銀
三
万
二
六
九
九
匁
二
分
七
厘
二
毛
、
収
入
の
費
目
は
米
が
定
払
修
甫
か
ら
の

六
〇
石
、
諸
囲
石
三
一
六
四
石
余
の
利
米
一
五
八
石
な
ど
四
費
目
、
銀
は
紺
屋
、

鬢
付
屋
、
塩
浜
問
屋
、
油
屋
な
ど
の
運
上
、
諸
職
人
の
水
役
銭
、
川
口
の
諸
口

銭
、
津
市
・
丸
尾
崎
の
魚
せ
り
座
口
銭
、
売
米
な
ど
二
四
費
目
で
あ
っ
た
。
後

者
の
支
出
総
額
は
米
全
額
、
銀
四
万
四
五
四
九
匁
二
分
四
毛
で
、
決
算
は
銀
一

万
一
八
四
九
匁
九
分
三
厘
二
毛
の
「
払
過
」
と
な
り
、
こ
れ
を
「
窮
民
修
甫
よ

り
払
出
被
仰
付
」
補
填
し
て
い
る
。

（
67
） 

前
掲
註
（
２
）の
②『
小
郡
町
史
』増
訂
版
、五
二
～
五
三
頁
、「
林
勇
蔵
手
記
」

に
よ
る
説
明
に
よ
る
と
、、
打
廻
手
子
は
文
久
年
間
初
め
て
置
か
れ
、
代
官
配

下
の
目
付
役
で
郡
中
を
偵
察
、
控
物
手
子
は
諸
願
書
・
沙
汰
物
に
係
り
、
庶
務

手
子
は
常
に
郡
内
の
受
持
区
域
を
巡
視
し
て
苦
情
を
偵
察
、
庄
屋
の
事
務
を
監

察
・
補
助
し
た
。

（
68
） 

前
掲
註
（
２
）
の
②
、
五
三
～
五
四
頁
、
恵
米
方
「
給
料
」（
年
額
）
は
、

定
払
修
補
か
ら
恩
米
四
石
五
斗
と
御
心
付
六
八
六
匁
（
本
稿
表
５
の
「
根
銀
」

と
同
額
）、
外
に
内
修
補
か
ら
三
歩
（
三
〇
％
）
増
し
、
計
八
九
一
匁
八
分
の

支
給
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
同
じ
く
①
の
四
五
頁
の
説
明
は
「
御
心
付
」
銀
が

前
者
の
根
銀
の
み
で
あ
る
。

（
69
） 
前
掲
註
（
27
）、
一
四
〇
頁
、
註
（
９
）。

（
70
） 

前
掲
註
（
16
）、
四
九
頁
、「
か
ん
ば
や
く
に
ん　

勘
場
役
人
」。

一
〇
〇


